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（ 午前９時００分 開会 ） 

○中西議長 おはようございます。  

本日、決算審査特別委員会を開催いたしましたところ、委員皆さまには早朝から出席

をいただき、ありがとうございます。  

ただいまから、本会議から付託を受けました認定第３号  平成２４年度斑鳩町一般会

計決算の認定について他５件の各特別委員会の決算審査を行っていただきますが、会議

に先立ちまして、本委員会の正副委員長を互選いただきますため、暫時休憩をいたしま

す。 

（ 午前 ９時００分 休憩 ） 

（ 午前 ９時００分 再開 ） 

○中西議長 再開いたします。  

休憩中に互選をいただきました結果、委員長に嶋田委員、副委員長に伴委員が互選さ

れましたので、お二人にはよろしくお願いをいたします。  

それでは、委員に委員長席にお着きをいただきます。  

暫時休憩いたします。  

（ 午前 ９時０１分 休憩 ） 

（ 午前 ９時０１分 再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

皆さんのご推挙いただきまして、決算審査特別委員会委員長を務めさせていただきま

す。伴副委員長ともども委員会運営にあたらせていただきますので、皆さまにはご協力

のほどよろしくお願い申しあげます。 

それでは、本日の会議を開きます。  

初めに、町長のご挨拶をお受けいたします。  

小城町長。  

○小城町長 委員皆さんには、早朝からご出席をして、ありがとうございます。  

特に、決算審査の関係につきましては、特に７月の２９日から８月の２日まで５日間

にわたりまして、佐伯、中川両監査委員に厳正な審査を賜り、誠にありがとうございま

した。 

その中で、認定第３号から認定第８号、認定第３号の平成２４年度斑鳩町一般会計歳

入歳出決算の認定につきましてはですね、歳入決算額が８９億３，５８２万６千円と、

そして歳出決算額が８３億３，３０３万３千円ということで、結果的に６億、形式的な
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収支では６億２７９万２千円ということで、まあ黒字になったわけでございますけれど

も、この関係等につきましても、また、決算を賜る中で、いろいろなご意見等賜ってま

いりたいと思います。  

また、認定４号、認定５号、認定６号、認定７号、認定８号につきましても、ひとつ

皆さま、今日から３日間ということでございますので、嶋田委員長、伴副委員長ともど

も、委員皆さまがたの慎重審議を賜りますことを心からお願いいたしまして、全て原案

どおり認定賜りますようよろしくお願いいたしまして、開会の挨拶とさせていただきま

す。 

ありがとうございました。  

○嶋田委員長  最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。  

署名委員に、宮﨑委員、小林委員のお二人を指名いたします。両委員にはよろしくお

願いをいたします。  

それでは、本会議から付託を受けました、認定第３号  平成２４年度斑鳩町一般会計

歳入歳出決算の認定について、認定第４号  平成２４年度斑鳩町国民健康保険事業特別

会計歳入出決算の認定について、認定第５号  平成２４年度斑鳩町大字龍田財産区特別

会計歳入歳出決算の認定について、認定第６号  平成２４年度斑鳩町公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、認定第７号  平成２４年度斑鳩町介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、認定第８号  平成２４年度斑鳩町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について、以上６議案を一括議題といたします。  

初めに、審査の方法についてお諮りいたします。  

お手元にお配りしております資料の平成２５年９月議会決算審査特別委員会進行予定

表をご覧いただきたいと思います。  

最初に、代表監査委員さんから決算審査意見書に基づく報告を受けた後、質疑を行い、

次いで一般会計及び各特別会計の決算概要について、会計管理者の説明を受け、質疑を

行います。次に、健全化判断比率報告について、総務部長の説明を受け、これに対する

質疑を行うことといたします。次に、一般会計歳入全般について説明を受け、質疑を行

うことといたします。  

そして次に、一般会計歳出及び各特別会計についての審査を行っていただきますが、

この審査については、各部ごとに審査を行うこととし、一般会計の各款ごと、また、各

特別会計ごとにそれぞれ所管部長から説明を受けました後、それぞれ質疑を行うという

ことで審査を進めてまいりたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長  異議なしと認めます。それではそのように進めてまいります。  

委員並びに理事者の皆さんには、議事進行につきましてご協力方よろしくお願いをい

たします。  

なお、理事者の皆さんのご説明につきましては、大変長時間にわたるものもございま

すので、説明は着席のまましていただいて結構です。  

それでは、まず最初に、佐伯代表監査委員さんから決算審査の結果に基づきご報告を

お願いいたします。  

佐伯代表監査委員。  

○佐伯代表監査委員 では、平成２４年度の決算審査意見書を述べさせていただきます。

まず、ページめくっていただいたところに、審査意見について意見書を提出するという

ことを書かせていただいて、次のページに目次が書いてあります。  

その次のページに審査の概要としまして、今申しあげられました一般会計から特別会

計、それの付属書類と財産に関する調書、それを７月の２９日から８月の２６日までと

いうことで審査させていただきまして、具体的に申しあげていきますと２ページからに

なってきます。  

審査の結果ですけども、審査に付された一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書、

歳入歳出決算事項別明細書、实質収支に関する調書及び財産に関する調書の各計数は、

関係法令に準拠して調製され誤りのないものと認められた。また、各基金の運用状況に

ついても計数に誤りなく適正に運用されているものと認められた。審査の結果の詳細は

以下のとおりであるということで、各項別にこれから申しあげていきますが、決算の総

括としまして、まず決算規模ですが、平成２４年度一般会計及び各特別会計の決算は表

１のとおりであるということで、表１がどこにあるかと言いますと、１６ページ以降、

１６ページに表１がありまして、その後、表２から表２０までを各自その後に持ってい

っています。 

その表１のところでですね、歳入決算額は一般会計８９億３，５８２万６千円。特別

会計６５億３，７８９万６千円で、合計一般と特別を合わせますと、１５４億７，３７

２万２千円。また、歳出決算額はそれぞれ一般で８３億３，３０３万３千円、６９億５，

４２６万２千円で、合計１５２億８，７２９万５千円で、歳入歳出の差引額、収支計算

しますと、１億８，６４２万７千円の黒字です。この決算額には表１－１のとおり、各

会計間相互の繰入金、繰出金、９億３，２２１万５千円が含まれております。それを控
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除した純計決算額というんですが、それは次の表２のとおりです。純計決算の歳入額は

１４５億４，１５０万７千円。歳出額は１４３億５，５０８万円で、前年度と比較して

歳入額は８億４，８２９万７千円、６．２％の増加です。それに対しまして歳出額は、

９億８５９万円、６．７６％の増加で、歳入の増加に比べて歳出の増加のほうが、これ

上回っております。連結ベースの形式収支では６，０２９万３千円の減尐となっていま

す。 

 その次に、（２）にいきまして、決算収支のほうですが、決算収支の会計別の状況は

表３のとおりということで、表３が次の１７ページになっております。一般会計、特別

会計を合わせた総計での歳入歳出差引残額、形式収支は前年度の２億４，６７２万円の

黒字から当年度は１億８，６４２万７千円の黒字への黒字額が減尐しています。また、

翌年度へ繰り越すべき財源を除いた实質収支額でも、前年度の１億９，０７４万１千円

の黒字から、当年度は１億４，６２３万５千円となり、単年度収支、当年度の实質収支

額から前年度实質収支額を控除した額、単年度の２４年度だけで見ますと、前年度８８

８万４千円の赤字から４，４５０万６千円の赤字と、赤字幅が増大しています。これを

一般会計並みの实質単年度収支ベースに置き換えると、基金積立額が２８２万円である

ことから、实質単年度収支、単年度収支額から基金積立額を控除した額は４，１６８万

６千円の赤字になっております。  

表３では一般会計、特別会計及び連結会計の形式収支、实質収支、単年度収支を示し

ていますが、これらの各財政指標は尐し難解であるところから、表３－１に図解して、

なお、連結ベースでの实質単年度収支は、監査委員が一般会計に準じて便宜的に計算し

たものであるということで、この表３のほう、１７ページちょっと見ていただきますと、

今、申しあげたのは連結ベースで申しあげましたけども、連結ベースで赤字幅が増えて

いるというのは、原因がですね、その表３の当年度の一般会計を見ていただきますと、

これ、単年度収支でマイナスの７，１０１万８千円、これが原因なんです。この原因に

ついてはまたむすびのところで申しあげます。 

その次に３ページに戻っていただきまして、（３）予算の執行状況なんですが、一般

会計、特別会計を合わせた歳入決算額は、表４のとおりということで、表４がまた１９

ページのほうに載っております。表４のとおり、予算現額１６６億４，０９６万円に対

し収入済額は１５４億７，３７２万２千円で、前年度に比べ８億９，０８１万６千円の

増収となり、予算に対する収納率は９３．０％、前年度は９５．０％となっています。

また、調定総額１５８億４，８１８万５千円に対する収納率は９７．６％、前年度で９
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７．４％で、収入未済額は前年度より１，０９３万６千円、３．１％減の３億４，１０

４万３千円である。  

一方、歳出決算額のほうですが、支出済額が１５２億８，７２９万５千円で、執行率

は９１．９％、前年度が９３．４％となっており、予算現額から支出済額と翌年度繰越

額３億８，８１４万１千円を控除した不用額は９億６，５５２万４千円で、前年度より

１億８，１０２万９千円増加している。その次の下表にというのが、その次の４ページ

になっております。表４の下表でなくて、その次の４ページのところで表が載っておる

んですが、各会計の不用額の状況ということで、前年度と比較しております。これを比

較しておりますが、大きく増加したのは国民健康保険事業特別会計で９，８７４万１千

円の増となっています。これは、一般被保険者療養給付費が上半期において見込みを上

回るペースで給付したことから、年間見込額を再推計し増額補正を行ったものであるん

ですが、これがですね、下半期の給付が見込みを下回ったことによるものである。また、

介護保険事業特別会計でも４，６５２万８千円の増となっていますが、これは、介護サ

ービス等諸費で第５期介護保険事業計画をもとに予算計上していましたが、地域密着型

介護サービス給付費や施設介護サービス給付費が見込みを下回ったことによるものであ

る。これらの事業支出は給付であるから予算を適正に見積ることは難しいとは思います

が、なるべく不用額が生じないよう努める必要があると思います。  

その次、４ページまいりまして（４）、次に、財政の構造ですが、歳入の構成としま

して、一般会計の歳入を自主財源と依存財源に区分すると表５のとおりであるということ

で、表の５が１９ページに載っております。今、申しあげました自主財源というのがです

ね、まず自主財源というのは、中央政府に依存しないで独自に調達できるものです。です

から町税とか分担金とか使用料とかそういったものです。その次に依存財源というのがで

すね、中央政府や都道府県に依存する形で調達する財源、地方譲与税とか、一番大きいの

で言いますと地方交付税とか、あと国庫の支払いとか、県の支払い、支出金とか、これが

依存財源にあたります。見ていきますと、当年度の自主財源は４１億８９７万円で、構成

比は４６％となっています。自主財源全体としては前年度より８，７１６万５千円の増加

となっていますが、自主財源の中心である町税、これが、残念でもないんですが、前年度

より６８１万９千円の増に留まっている。まあ微増ということです。主に増加となったも

のは、斑鳩町土地開発公社の解散に伴う残余財産の収入及び法定外公共物の売払いなどに

より財産収入が２，９９３万２千円、諸収入で１，９０２万４千円、分担金及び負担金で

１，４３１万５千円、繰越金で１，３９６万円、それぞれ増加となっています。 
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一方、依存財源のほうですが、４８億２，６８５万６千円で、構成比は５４．０％と

なっています。依存財源の中心である地方交付税では、基準財政収入額の減及び地方財

政対策に伴う基準財政需要額の増などによる普通交付税の増に加え、特別交付税につい

ても増となり、前年度に比べて１億３，０９９万３千円の大幅増となった。また、町債

についても２億４，９７０万円、国庫支出金、県支出金で１億６，５０７万円のそれぞ

れ増により、依存財源が５億１，６９３万６千円増加したことにより、依存財源の割合

が増したものです。 

その次に、５ページいきまして、今度は歳入じゃなくて今度は反対の歳出の構成のほ

うです。 

一般会計の歳出決算額を性質別に分類しますと、前年度の対比が表６になっておりま

して、その表６が２０ページになっております。義務的経費というのがですね、人件費

とか扶助費、公債費ですが、これ前年度と比べますと２，４４３万８千円、０．７％の

増加となっています。  

投資的経費については、地域交流館整備事業費、小学校校舎耐震補強等事業費、あわ

保育園調理室等施設整備事業費、土地開発基金用地取得事業費、道路新設改良事業費、

道路環境整備事業費などにより、前年度より３億８，４７９万７千円、７１．３％の増

加となっています。 

その他経費としまして、物件費では、住民情報システム改修業務委託費、東日本大震

災への支援関係費などが減尐したものの、可燃ごみ処理業務委託費、道路台帳等システ

ム構築業務委託費、水路現況調査業務委託費などの増加により、前年度と比較して１億

８，８７５万１千円の増加となっている。積立金は、市場公募債元金償還のための減債

基金積立額の減尐などにより、前年度と比較して１，７４８万８千円の減尐。繰出金は

公共下水道事業特別会計、それから土地開発基金、介護保険事業特別会計への繰出しの

ため、前年度と比較して７，８７６万４千円の増加となっています。このことから、そ

の他経費全体では前年度より２億８，１８０万６千円の増加となっています。  

その次に、財政の分析をしますと、財政の分析指標が表７－１ということで、２１ペ

ージに載っております。 

当年度の財政力指数は０．５５８。前年度が０．５８４で、前年度と比較して０．０

３ポイント下落しています。財政力指数は、地方公共団体の財政力の強弱を示す指標と

して用いられており、普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除

して得た数値の過去３年間の平均値で示しています。この数字が１に近く、あるいは１
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を超えるほど財源に余裕があると言われていますが、近年は地方財政計画の圧縮や税源

移譲により上昇する場合もあり、一概に余裕があるとは言えないとも言われている。た

だですね、平成２１年度から３か年連続して下落している。連続して下落しているのは、

これ、ちょっと気になります。  

次に、経常収支比率。こちらのほうですが、財政の硬直性、弾力性等を判断する重要

な指標であるとされているが、当年度の経常収支比率は前年度と比較して３．０ポイン

ト増加の９５．３％と硬直性が増している。これも気になります。  

公債費比率と起債制限比率は、経常収支比率と同様に財政構造の弾力性を判断する指

標で、これらの比率が低いことが望ましいとされている。特に起債制限比率においては

２０％以上で原則として一定の事業に係る地方債の発行が許可されないという直接的な

指標である。  

当年度の公債費比率は９．０％で、前年度９．６％に比べ０．６ポイント、起債制限

比率は６．９％で、前年度７．７％に比べ０．８パーセントそれぞれ改善している。起

債比率については改善していると。なお、地方公共団体の財政健全化に関する法律によ

り別途財政指標等の審査を行っているから、ここでは簡単に触れることとしますが、表

７－２により適切な指標としての实質公債費比率、もろもろ将来負担比率、それと全国

平均比率と比べても斑鳩町は悪い数字じゃないです。良好値といえます。先ほども言い

ましたように、３年連続低下する分とか、硬直性が増している分とか、そういった気に

なる面はあります。  

その次に（５）で町債の状況なんですが、連結ベースでの町債の増減は表８のとおり

ということで、表８はですね、２２ページになります。一般会計、特別会計を合わせた

決算年度末残高は、前年度末より６，４８５万２千円、０．４％増加の１８１億９，３

００万３千円となっています。会計別で見ますと、一般会計で７，６２９万円、０．

８％の減尐、公共下水道事業特別会計で１億４，１１４万２千円、１．７％の増加で、

公共下水道事業が町債をふくらませているのであるが、長期財政推計によれば平成２９

年度をピークとして町債残高が減尐していく見込みである。  

その次に、２番としまして一般会計、こちらのほうにいきますが、平成２４年度一般

会計予算は、文化の香り高く心豊かなまちづくり、すこやかに生き生きくらせるまちづ

くり、潤いのある魅力的なまちづくり、安全で快適なまちづくり、活力とにぎわいのあ

るまちづくり、ともに築く協働のまちづくり、これを基本施策として掲げ、前年度当初

予算と比較して４億８千万円、６．２％増加の８２億５千万円で当初予算を編成し、そ
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の後７回の補正予算が行われ、繰越明許費などを含めた最終現計予算額は９４億７９４

万７千円となっており、前年度最終予算額と比較すると８億５，０９３万３千円、９．

９％の増加となっています。 

平成２４年度における一般会計決算額は、歳入総額８９億３，５８２万６千円、歳出

総額８３億３，３０３万３千円で、歳入歳出差引額は６億２７９万３千円、翌年度へ繰

り越すべき財源４，００５万７千円を控除した实質収支額は５億６，２７３万６千円の

黒字となっています。  

その次に歳入の状況なんですが、これが表１０になりまして、この次の２３ページに

一般会計の歳入の明細を載せております。歳入予算の執行状況は表１０のとおりで、歳

入決算額は８９億３，５８２万６千円で、前年度より６億４１０万１千円、７．３％の

増加です。科目別で主な増減を見ますと、町債が２億４，９７０万円、次いで地方交付

税が１億３，０９９万３千円、県支出金が１億１，６１９万８千円、国庫支出金が４，

８８７万２千円、財産収入が２，９９３万２千円とそれぞれ増加しています。地方特例

交付金は２，３１０万５千円減尐しています。 

町税の収納状況を税目別に見ますと、次の表の１１ページに、この町税の収納状況が

載せていますが、町税全体では３０億１，２２７万９千円の調定に対し、収入済額は２

８億７，９４０万５千円で、前年度に比べ６８１万９千円、０．２％増加しており、調

定に対する収納率は９５．６％で、前年度より０．１ポイント上昇してます。不納欠損

処理額は前年度より１５７万９千円減の９２９万９千円の処理を行ったので、収入未済

額は前年度より１１１万９千円減の１億２，３５７万５千円となっています。 

主な税目別の収入済額では、町民税では年尐扶養控除というのが廃止になりまして、

それで前年度と比較して７，６０３万２千円増の１４億８，６１４万４千円。調定に対

する収納率は９７．０％、前年度９６．６％とわずかに上昇しています。固定資産税で

は前年度と比較して５，７６０万１千円減の１１億２７８万９千円で、同収納率は９３．

５％、前年度が９３．９％。都市計画税も前年度と比較して５１０万５千円減の１億２，

１０２万７千円。たばこ税では販売数量が減尐し、７１８万３千円減の１億３，１８３

万２千円となっています。 

その次の歳出ですけども、歳出が表１２になりまして、２５ページになります。  

歳出決算額は８３億３，３０３万３千円で、前年度と比較して６億９，１０４万１千円、

９．０％の増加となっています。 

各費目款別の歳出予算の執行状況は表１３のとおりであるが、表１３がその次の２６
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ページになっております。そのうち増額の大きい費目、これだけ言いますと、総務費が

地域交流館整備事業費、職員退職手当負担金、土地開発基金繰出金などの増加により対

前年度比２億１，６０３万７千円。土木費のほうで道路新設改良事業費、道路環境整備

事業費、公共下水道事業特別会計繰出金、道路台帳等システム構築業務委託費などの増

加により対前年度比１億２，６３６万８千円。民生費が、あわ保育園調理室等施設整備

事業費、障害者自立支援法に基づく給付費などの増加により対前年度比１億１，８０７

万８千円。衛生費が、可燃ごみ処理業務委託費などの増加により対前年度比１億７２６

万１千円。教育費が、小学校校舎耐震補強等事業費などの増加により対前年度比１億５

５８万４千円のそれぞれ増加となっています。一方、議会費が議員共済組合負担金など

の減尐により対前年度比１，１９３万円、消防費が消防車両更新事業費などの減尐によ

り対前年度比６３０万９千円のそれぞれ減尐となっています。  

その次に特別会計。特別会計の収支の状況が、これが表１４になっておりまして、表

１４が３１ページになります。歳入総額６５億３，７８９万６千円、歳出総額６９億５，

４２６万２千円で、歳入歳出差引額、形式収支は４億１，６３６万６千円の赤字となり、

公共下水道事業特別会計の翌年度へ繰り越すべき財源１３万５千円を差し引くと、实質

収支は４億１，６５０万１千円の赤字となっています。本年度の实質収支から前年度の

实質収支を差し引いた単年度収支については、前年度の１，６２７万６千円の赤字から

２，６５１万２千円の黒字に転換しています。  

その次に各個別の特別会計なんですが、まず（１）としまして、国民健康保険事業特

別会計で、それが表の１５になりまして、３２ページになります。国民健康保険事業特

別会計の歳入決算額は３０億５，０２５万５千円。歳出決算額は３５億５４９万１千円

で、差引４億５，５２３万６千円の不足となり、同額を平成２５年度歳入より繰上充用

している。なお、平成２５年度に返還すべき療養給付費負担金４，０４０万６千円、平

成２４年度に交付を受けるべき療養給付費等交付金１７９万３千円の加減調整を行えば、

实質的な収支額は４億９，３８４万９千円の赤字と、赤字額は増加しております。 

その国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算の状況は、今申しあげました表１５の

とおりなんですが、歳入では、調定額は３２億７，５７４万円、収入済額は３０億５，

０２５万５千円で、調定額に対する収納率は９３．１％となっています。このうち国民

健康保険税の収入済額は、前年度より１，００３万５千円、１．５％減尐の６億７，２

４３万円となっており、調定額８億９，７９１万５千円に対する収納率は７４．９％で、

前年度より０．１ポイント改善している。なお、２，０００万２千円前年度１，５７７
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万円を不納欠損処理し、最終的な収入未済額は２億５４８万３千円、前年度２億１，４

１８万６千円で、前年度より８７０万３千円減尐しています。 

一方、歳出では、支出済額が前年度に比べ２，５５３万３千円、０．７％増加の３５

億５４９万１千円で、予算現額３６億３，７０６万４千円に対する予算執行率は９６．

４％、前年度９９．１％で、不用額は１億３，１５７万３千円、前年度３，２８３万２

千円となっています。  

その次に（２）としまして大字龍田財産区特別会計ということで、表の１６になりま

して、それが３４ページになります。大字龍田財産区特別会計は、歳入決算額３１６万

９千円、歳出決算額４０万円となり、収支差引２７６万９千円で決算を終えています。

大字龍田財産区特別会計の歳入歳出決算の状況は表１６のとおりです。 

（３）で、公共下水道事業特別会計ですが、こちらのほうが表の１７になりまして、

３５ページになります。公共下水道事業特別会計は、歳入決算額１３億３１９万１千円、

歳出決算額１３億３０５万６千円となり、収支差引１３万５千円の黒字です。この１３

万５千円の全額が翌年度へ繰り越すべき財源であることから、实質収支は０円となって

います。 

公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算の状況は表１７のとおりです。本年度の公共

下水道事業は約１０ｈａの区域を整備し、年度末で事業認可区域約２９０ｈａのうち整

備済区域は約１８２ｈａとなっています。一方、供用開始された区域における加入状況

は、本年度２４８件の接続申請がありまして、累計２，７１５件で、接続率は６４．

０％で、前年度６２．３％です。なお、接続支援策として設けられている融資斡旋利子

補給制度については新たに７件の申請がありまして、融資額を返済された後の利子補給

申請件数は２件で６万７，０４３円の利子補給を行っています。  

その次に、（４）の介護保険事業特別会計ですが、こちらのほうがですね、表の１８

になりまして、３６ページです。介護保険事業特別会計は、歳入決算額１８億６，６３

９万３千円、歳出決算額１８億３，０４７万７千円となり、収支差引３，５９１万６千

円で決算を終えています。なお、平成２５年度に返還すべき国庫支出金４３７万６千円、

県支出金２３３万円、支払基金交付金２８万１千円及び還付未済金１４４万円、及び平

成２４年度に交付を受けるべき追加交付予定の国庫支出金２０万１千円、支払基金交付

金２４０万１千円の加減調整を行えば、实質的な収支額は３，００９万２千円の黒字と

なっています。介護保険事業特別会計の歳入歳出決算の状況は表１８のとおりです。 

歳入決算額は、前年度に比べ１億３，７６７万２千円、８．０％の大幅な増加となっ
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ています。その大幅な増加の原因が、本年度は介護保険料改定の初年度のため、保険料

収入が前年度より９，６８１万３千円、２８．２％の増加の４億３，９７６万６千円で、

収納率も前年度９６．１％に比べ９７．７％、１．６％改善しています。また、本年度

に限り、保険料上昇緩和のために県に設置された財政安定化基金の一部を取り崩し、交

付金として１，５８４万円の特別収入が。歳出決算額は、前年度より１億１，７１２万

３千円、６．８％増加の１８億３，０４７万７千円であるが、うち２，０５１万円を基

金に積み立てています。歳出のほとんどを占める介護給付費は、前年度より９，４１３

万円、５．８％増加の１７億２，１４４万６千円と年々これ増加を続けています。  

次、（５）で後期高齢者医療特別会計、こちらのほうがですね、表の１９になりまし

て、３８ページになります。  

後期高齢者医療特別会計は、歳入決算額３億１，４８８万８千円、歳出決算額３億１，

４８３万８千円で、収支差引５万円の黒字となっています。後期高齢者医療特別会計の

歳入歳出決算の状況は表１９のとおりです。その次からは表が載っていませんので、本

文の１１ページ、こちらのほうでまた朗読していきますので、１１ページをお願いしま

す。 

その次、４番で財産の状況なんですが、（１）で公有財産。土地は前年度末より１，

４４５㎡増加し、３５万３，９９５㎡となっています。これは、法隆寺亓丁地区の地域

交流館建設に伴い７６７㎡の用地取得、東福寺公園敷地整理により１０㎡の増加、開発

行為に伴うごみ置き場２㎡の帰属により、行政財産は７７９㎡の純増となっています。

また、土地開発基金で保有している阿波２丁目、興留５丁目地内の土地６６６㎡を取得

したことで普通財産が増加している。なお、青尐年野外活動センターを廃止したことで

２，４３７㎡、幸前集会所建築に伴い幸前多目的広場用地から幸前集会所用地に４１０

㎡をそれぞれ行政財産から普通財産に分類換えしています。また、東里地区集会所公園

を普通財産から行政財産に分類換えしています。建物は前年度末より４２８㎡増加し、

延べ９万２，３３５㎡となりました。これは、法隆寺亓丁地区地域交流館建設に伴い４

０２㎡の増加、あわ保育園給食調理棟新築に伴い１４６㎡の増加、青尐年野外活動セン

ターを廃止し管理棟を撤去したことから１２０㎡減尐したもので、その他旧法隆寺駅前

派出所を防災倉庫としたことから６９㎡を普通財産から行政財産に分類換えしています。  

その次に（２）有価証券ですが、奈良テレビ株式会社の株券２，０７０株で増減はあ

りません。 

その次に（３）で１００万円を超える重要物品ですが、取得したのが公用車について
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は、総務課でトヨタエスティマハイブリッド１台、それから環境対策課で３トンダンプ

トラック及び資源物回収用ダンプトラックを各１台購入しています。厨房備品としては、

あわ保育園給食調理棟新築に伴い、自動食器洗浄機及びスチームコンベクションオーブ

ン各１台を、斑鳩小学校の給食コンベクションオーブンの老朽化によりスチームオーブ

ンに買い替えしています。最終処分場においては、資源物の回収のためペットボトル減

容機１台を購入しています。 

その次に廃棄のほうなんですが、ＬＧＷＡＮという総合行政ネットワーク、それのサ

ービス提供装置を新機器に更新、レンタルしたため廃棄しています。可燃ごみ収集委託

に伴い、清水環境開発さんにごみ収集車、パッカー車平成１３年に購入、１台を無償譲

渡しています。 

その次に（４）で出資による権利ですが、斑鳩町土地開発公社が平成２４年１０月２

３日付けで解散したことに伴い、出資金５００万円を返還されています。その他の異動

はありません。 

基金ですが、基金のうち現金の決算年度末現在高は、表９とありますが、表９が２２

ページになりますので、それを見ていただきますと、前年度と比較して１億４，６８３

万５千円増の２８億６，７２０万５千円となっています。 

土地開発基金で保有している土地のうち阿波２丁目地内、興留５丁目地内の土地を町

が取得したことから、土地開発基金保有地は５か所、２，５５３㎡で簿価、帳簿額とい

うんですが、買った値段です、３億８，９０８万円となっています。土地開発基金、現

金１億９，４３４万７千円増の主なものは、保有地の処分代金１億７，２１３万７千円

と土地開発公社残余財産から２，２００万円を積み立てています。財政調整基金２８２

万円の増は、全額利子です。減債基金の増は大型事業、ＪＲ法隆寺駅整備、総合福祉会

館償還対策のための積立金１，１４５万７千円で、減尐分は住民公募債償還のための８，

０００万円の取崩しである。福祉基金の増９万３千円と斑鳩の里歴史文化遺産保存活用

基金の増１３５万９千円は寄附金です。介護保険給付費準備基金の増は給付費関係の収

支差額、料金改定の初年度を基金に積み立てたものであり、減尐の３４０万円は介護保

険計画に基づく介護保険特別会計への繰出しである。  

なお、公共施設整備基金及び都市計画事業整備基金は平成２５年４月１日付けで廃止

しています。 

ということで数字を朗読させていただきましたが、その次のむすびのところで、私が

申しあげたいことが何点か、５点ほどあるんですが、これを申しあげていきますと、ま
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ず１つ目で、先ほど冒頭のほうで、一般会計で単年度収支が７，１０１万８千円の赤字

となったことについてですが、これはですね、平成２４年度の単年度収支は７，１０１

万８千円の赤字で、平成２３年度の単年度収支７３９万２千円の黒字から大きくこれ落

ち込んでいるんですが、これがですね、平成２３年度の实繰越金と書いてありますが、

６億３，３７５万４千円が、平成２４年度では５億６，２７３万６千円と、繰越金が７，

１０１万８千円減尐しておるんです。ということは、町債に頼らなかったことが一番の

原因なんです。实際あるお金を使ったと。一般財源を使ったと。町債を発行しますと歳

入が増えて、これ収支が良くなるんですよね。ただ、町債の発行というのは将来に負担、

もちろん返済しなければならないんで、将来の負担を残すものです。借金を、町債は借

金になるんですが、借金を収入としてとらえる行政の収支会計はわかりにくいんですけ

ども、予算主義を採用しているためこれはやむを得ないと思います。ただ、町債はやは

り借金なんですよね。将来に返さなくてはいけない。従って、平成２４年度の単年度収

支は７，１０１万８千円の赤字となっていますが、従来と比較して、町債に頼らず将来

の負担を増やさなかったことは、これ大変良いことだと思います。しかし、これを機に

今後の歳入歳出の予算計上を考慮する必要があるということで、町債に頼らなかったら

これだけの赤字になるということなんで、それに基づいて歳入をしっかり、町債の発行

を吟味していただいて、例えばですね、上下水道の施設なんかでしたら、当然町債によ

って、今の世代だけじゃなくて将来の世代にも負担してもらう、これは当たり前の話だ

と思います。そういった歳入の吟味から始まって、それに基づいて歳出予算をきちんと

計上していただくと、そういうことが考慮する必要があるのではないかと思います。  

その次に②番、これ良かったことなんですが、ごみ焼却処理の業者委託についてなん

ですが、旧衛生処理場の焼却処理廃止に伴って、平成２４年４月からごみ焼却処理を業

者委託しているんですが、新たに衛生処理場を建設した場合のコスト比較は次のとおり

ですということで、次のページ、１４ページ見ていただきますと、平成２４年度は、委

託料と負担金とか、業者委託している分とか三重県の負担金とか入れますと、１億７，

２２１万円なんです。そして、ごみ積替え施設が２億９，６６３万円で、その次、比較

の対象としましたのが平成２１年度。これがですね、衛生処理場を通常の状態で稼動し

ているときに当てはまりましたんで、これで比較させていただきますと、光熱水費、修

繕料等を入れますと１億７，３４１万円。新衛生処理場を作るとしましたら、聞きまし

たら最低でも約５０億円すると聞いております。これだけじゃないんです。後にも申し

あげますが、後で、当然新しい建物を作ると、修繕費というのが後々出てくることにな
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るんです。それを③番のところでも申しあげますが、明らかに業者委託したほうがコス

トは、この段階でも安いように思われます、新築するよりは。でも、まあ、業者委託す

るということで、リスクのほうを考えますと、その次に書いています、委託先の業者の

選定については次のとおりですということで、委託先はどういう会社かといいますと、

三重中央開発株式会社というところで、三重県の優良産廃処理業者にも認定され、会社

の規模も大きいようです。また、委託先の三重中央開発さんの倒産等に備えて、２番目

の業者も契約されております。ほかにもですね、委託業者は相当数存在することを把握

しているというのは、私もネットで調べましたら相当数あります。ですから、業者の倒

産によるリスクは、恐らく尐ないと思われます。でもまあ一応念のために、しかし、万

が一に備えて委託先の決算書を入手するなど、会社の規模が大きいからといって必ず安

全とは限らないんで、決算書を入手するなど、企業情報、帝国データバンクとかもあり

ます、の活用により、委託先の状況は把握しておかないといけないと思います。  

その次です。③番、ちらっと申しあげました施設の維持管理費なんですが、斑鳩町の

所有する主な施設の維持管理費は表２０ということで、一番最後のページで３９ページ

になります。こちらのほうを見ていただきましたら、平成２４年度、維持管理費なんで

すが、５億６０９万５千円。５か年平均ではなんと年間で５億５，５５０万５千円なん

です。こんだけの費用がかかっています。ちなみに衛生処理場見ていただきますと、一

番わかりやすいんですが、焼却施設が廃止になって継続せずに業者委託したことにより

大幅な減尐になっているんですが、衛生処理場、１０番見ていただきますとわかりやす

いと思うんです。衛生処理場は平成２０年度で８，９０３万３千円、２１年度で８，３

４８万９千円、平成２２年度で７，５２０万、２３年度で２，７１５万６千円、２４年

度ではなんと７８７万円だけなんです。やっぱり建物が古くなると修繕費っていうのは

かなりかかるということなんです。５か年平均でいきますと、先ほど申しあげました衛

生処理場がもう２３、２４ではかなり尐なくなってますんで、２４年度は５億６０９万

なんですが、５か年平均で５億５，５５０万ですよ。これ、１０年やると５５億です。

５５億のうち、半分でも４分の１でも減れば、かなりお金が浮くと言うと語弊がありま

すけども、修繕がそれだけかかっているということをわかっていただきたいんですが。

１４ページ、ちょっと続けて読んでいきますね。これらの施設の維持管理費は、利用者

の増減に関わりなく発生するものです。今一度斑鳩町の将来を見据えて、現在の施設の

統廃合、外部委託、環境さんでされました焼却施設の外部委託とか、その他いろいろな

方法があると思います。それを検討していただいて、最小限のコストで最大限の効果を
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得ることを考えてみはったらどうでしょうか。まあ、一般企業ならこれ当たり前のこと

なんですが、最小限のコストで、最大限の効果を得る。まあ、一般企業と行政サービス

は違うとは思いますが、それをいろいろ考えていかはる時期にきているのではないでし

ょうかということで、続けて読んでいきますと、また、今後の施策のうちで、施設が必

要なものについては、遊休地の利用、遊休地との交換取引、近隣施設の借用等を模索し

なければならないということで、今後の施策のうちで、町道の整備とかいろいろあるか

と思うんですが、そういった土地、施設が必要なものについては、遊休地、斑鳩町がま

だ持ってます土地があるんですが、それを利用するか、そのままその土地の上につくる

か、それか遊休地との交換取引、施策をしたり、土地の所有者と斑鳩町の遊休地との交

換取引を所有者に検討していただくとか、それと近隣施設の借用等を模索しなければな

らない。近隣に同じような施設があればそれを借りるとか、そういう方法もあるんでは

ないかと思います。  

次の１５ページいきまして、私、特に大きい金額やなと思ったのがですね、なお、小

学校、中学校の維持管理費が平成２４年度で６，７２１万６千円かかっているんです。

小学校・中学校といえばもちろん教育の問題なんで、維持管理費の問題だけで済ますわ

けにはいかないとは思いますが、これ一応私のほうもネットとかで調べてみますと、各

地で学校の統廃合は検討されており、また、聞いた話ですと、近くの平群で一度検討に

あがって、住民の、やはり小学校は残したいという意向をもって統廃合はしなかったと

聞いておりますが、そういう検討をされたということも聞いております。調べますと、

各地でもやっぱりそういう統廃合の検討がされていまして、古くからこういった小学校

とかの統廃合の問題はありまして、文部科学省から各都道府県宛てに公立小・中学校の

統合施策について、昭和３１年１１月とかなり古いんですが、これ一応文部科学省に電

話で確認しますと、この通知は現在も生きているということです。この通知書には何が

書いてあるかと言いますと、統合の施策ということで、小規模の学校は教育効果の向上

を図ることが困難であるばかりか、その次ですね、学校経費も割高となっている現状を

記されている。やはり割高という表現を使っているんですよ。だからやっぱり学校運営

をするのも、割高を続けていくとやっぱり役場自体がお金がいくらあっても足らないこ

とになります。そうなんですが、その後にですね、またその後に、公立小中学校の統合

について、昭和４８年の９月にまた通知書が出されまして、实施状況をかんがみ、１７

年ほど後ですね、地域住民等の間のトラブル、通学上著しい困難を招く、小規模学校と

しての教育上の利点もあるということで、それに留意する必要があると記されています。
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まあ確かにそうだと思います。先ほどの平群のことも考えれば、地域住民の方はやっぱ

り自分の出た学校は残したい。これは当たり前だと思うんですが、その次に、通学上著

しい困難を招くと。通学距離が長くなり、現社会で言うと、車社会で、この当時に比べ

るとかなり多いんで、いろいろ交通事故の問題とかも出てくるとは思います。あと、小

規模学校としても、教育効果の、困難であるばかりでなくて利点もあるということです。

これは私、専門家ではないんで、専門家を交えて、学校の統廃合というのは大変問題が

大きいと思いますが、これ時間を要すると思われるので、今から考えても遅くはないだ

ろうとは思います。結構学校の問題というのは、いろいろの問題があるみたいで、ただ、

あちこちでも統廃合の検討がされていることも事实なんです。こちらの、斑鳩町のほう

でも、小学校、中学校の維持管理費が平成２４年度だけで６，７２１万円。維持管理費

だけですよ。大規模修繕とかそういうのは入ってないんで。  

その次にですね、④番にいきまして、地域集会所建築にかかる坪単価の上限について

なんですが、地域集会所施設整備費補助金を交付する自治会等が行う地域集会所は、建

築にかかる坪単価が高いように思われます。そのような坪単価の高い施設に対して補助

金を交付することは好ましくないと思います。まあ当たり前だと思うんですが。無条件

に交付するのではなく構造別に坪単価の上限を設ける等、一定の基準が必要と思われま

す。どうしても自治会側にすると、補助金がもらえるとなると、普通であればいらない、

材質にしても安いものから普通のものに変わるし、普通のものから高いものに変わると

思われますんで、やはりそこは一定の基準が必要だと思います。  

その次に、先ほどちょろっと言いました⑤番の遊休地の早期処分なんですが、まず先

ほど言いました道路整備事業やその他の施策に土地が必要となる場合には、事業用地の

所有者と遊休地の交換取引なんかを検討していただいて、そういったことで、遊休地を

早期処分していただきたいんですが、次に、単純に処分するだけではなくて、ホームペ

ージ、広報その他広告活動により、土地の購入とか借地を考えている個人とか企業に遊

休地の情報を提供して、場所等の条件にもよりますが、企業を誘致できれば、場所等に

もよりますが、本当に、企業を誘致できれば雇用とか町税の面においても有益なんで、

やはり、広報活動をして、企業誘致をしていただくのがいいのではないかと。ネットを

調べましてもやっぱり結構されている行政さんがいらっしゃるようです。とにもかくも、

遊休地は早期に活用、処分、まあ借りるとかそういうのがなければ、もう売却という方

法で遊休地を早期に解消すべきであると思います。  

ということで、以上で私のほうの報告を終わらせていただきたいと思います。  
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以上です。  

○嶋田委員長  大変ご苦労さまでございました。  

ただいま報告を受けました審査結果について、何かご質問等がございましたらお受け

いたします。ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり ） 

○嶋田委員長  ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。  

佐伯代表監査委員、中川監査委員には、あらかじめ決算審査結果の報告後、退席の申

し出がございますので、これを許可したいと思います。  

両監査委員さんには、一般会計及び特別会計の決算審査にあたり、詳細なご報告をい

ただきありがとうございました。委員長として心からお礼を申しあげます。  

暫時休憩いたします。  

（ 午前１０時０５分  休憩 ） 

（ 午前１０時０７分  再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

それでは、斑鳩町の財政健全化判断比率の審査意見のほう、よろしくお願いいたしま

す。 

佐伯代表監査委員。  

○佐伯代表監査委員 それでは、平成２４年度斑鳩町財政健全化判断比率等審査意見書を

報告します。  

１ページをめくっていただきまして、平成２４年度普通会計財政健全化審査意見書。

意見の概要。この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として实施し

ました。  

２番で審査の結果ですが、総合意見としまして、審査に付された下記それぞれの健全

化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成され

ているものと認められました。その下に、それぞれ实質赤字比率、連結实質赤字比率、

实質公債費比率、将来負担比率が載っていますが、实質赤字比率、連結赤字比率、それ

から将来負担比率、これがちょっとポイントが悪くなっているのが気になります、確か

に。問題はないんですが。比率としまして問題はないんですが、若干下がっていってる

のが気になります。  

（２）で個別意見としまして、实質赤字比率、平成２４年度の实質赤字比率は、決算
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が黒字であることから問題はないです。②連結实質赤字比率について、平成２４年度の

連結实質赤字比率についても同様に黒字であり問題はない。实質公債費比率。平成２４

年度の实質公債費比率は７．１％と早期健全化基準を下回っており、昨年度よりなお０．

３％改善していて問題はない。将来負担比率。平成２４年度の将来負担比率は２１．

８％と早期健全化基準を大きく下回っており、問題はありません。是正勧告を要する事

項として、特に指摘すべき事項はありません。 

その次に、ページめくっていただきまして、水道事業会計経営健全化審査意見書。審

査の概要ですが、この財政健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算

定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として实施

しました。審査の結果、総合意見としまして、審査に付された下記、資金不足比率及び

その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認

められました。 

（２）としましては、個別意見なんですが、資金不足比率について。水道事業の本年

度決算における財務の短期流動性を示す流動比率は３０４％で資金不足の状態にはなっ

ていない。経営健全化審査における資金不足比率を算出するにあたって、より实質的な

資金不足額を把握するため、平成２４年度中の企業債償還の予定額を１年基準に基づき

流動負債に算入して計算しても、流動比率は１７６％となって資金不足は生じない。し

たがって、实質的な資金不足比率はマイナス、資金過剰、まあ利益ということですね、

利益というかいいということですね。２８．９６％となり、それによっても経営健全化

基準の２０％と比較して、なお良好な状態にあると認められる。  

（３）是正勧告を要する事項としまして、特に指摘すべき事項はありません。 

その次に、平成２４年度 公共下水道事業特別会計経営健全化審査意見書。 

審査の概要。この財政健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として实施し

ました。審査の結果。総合意見。審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基

礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。  

個別意見。資金不足比率について、公共下水道事業特別会計は、繰上充用額、支払繰

延額、事業繰越額及び建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の

いずれもなく、实質的資金不足比率は０％であり、経営健全化基準の２０％と比較して

良好な状態にあると認められます。是正勧告を要する事項は、特に指摘すべき事項はあ

りません。 
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以上で報告を終わります。  

○嶋田委員長  ありがとうございました。ただいま報告を受けました審査結果について何

か質問等、ございましたらお受けいたします。ございませんか。  

            （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長  ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。それでは佐伯代

表監査委員さん、中川監査委員さんには、退席のほうをお願いいたします。  

１０時３０分まで休憩いたします。  

（ 午前１０時１２分  休憩 ） 

（ 午前１０時３０分  再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

続いて、一般会計及び各特別会計の決算概要について説明を求めます。  

西川会計管理者。  

○西川会計管理者  それでは、一般会計並びに各特別会計の決算の概要につきましてご説

明させていただきます。 

座って説明させていただきます。  

資料２でございます。一般会計決算の状況によりまして、決算の概要を説明させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。  

まず、１ページの一般会計決算の状況についてでありますが、先ほど代表監査委員の

ほうから詳しく説明いただきましたので、この１ページについては省略させていただき

ます。次の２ページにつきましても、決算規模、決算収支でございますが、これにつき

ましても、代表監査委員の説明どおりでございますので、省略させていただきます。  

それでは、４ページの歳入の状況を説明させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

まず、１．概要でありますが、歳入の決算額は８９億３，５８２万６千円となり、前

年度歳入決算額と比較して６億４１０万１千円、７．３％の増となっています。  

歳入の特徴を見てみますと、５ページに平成２４年度一般会計歳入決算の内訳という

表がございます。これをご覧いただきたいと思いますが、まず、一番上にあります自主

財源の中心であります町税は、２８億７，９４０万５千円、構成比３２．２％となって

います。  

その内訳といたしましては、前年度と比較しまして、固定資産税、たばこ税、都市計

画税が減収となっているものの、町民税が年尐扶養控除の廃止等によりまして７，６０
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３万２千円の増収となったことから、町税収入全体では２８億７，９４０万５千円とな

りまして、前年度と比較して６８１万９千円、０．２％の増となっています。  

次に、その表の下から７番目の町民税とともに町財政の大きな柱の地方交付税は２３

億６，８７６万１千円、構成比２６．５％、基準財政収入額の減及び地方財政対策に伴

う基準財政需要額の増などによります普通交付税の増に加え、特別交付税についても増

となり、国全体での地方交付税総額が前年度とほぼ同水準となる中で、前年度と比較し

て１億３，０９９万３千円、５．９％の増となっています。  

また、下から５番目の国庫支出金は７億９，１４９万８千円、構成比８．９％で、子

ども手当・児童手当交付金などが減額となったものの、社会資本整備総合交付金、学校

施設環境改善交付金、自立支援給付費負担金などが増額となったことから、前年度と比

較しまして４，８８７万２千円、６．６％の増となっています。  

次に、その下の県支出金は５億３，７１２万円、構成比６．０％で、県知事及び県議

会議員選挙費委託金、災害救助費負担金などが減額となったものの、緊急雇用創出事業

補助金、農地有効活用促進事業補助金、自立支援給付費負担金、衆議院議員選挙費委託

金などが増額となったことから、前年度と比較して１億１，６１９万８千円、２７．

６％の増となっています。  

また、その下の町債は７億８，８８０万円、構成比８．８％で、臨時財政対策債が減

額となったものの、まちづくり事業債、可燃ごみ積替え施設整備事業債、土地改良事業

債、道路新設改良事業債、学校教育施設等整備事業債、中央公民館リニューアル事業債

が増額となったことから、前年度と比較して２億４，９７０万円、４６．３％の増とな

っています。  

次に、７ページの歳出の状況でございます。  

まず、１．概要につきましては、歳出決算額は８３億３，３０３万３千円、前年度と

比較して、６億９，１０４万１千円、９．０％の増となっています。  

歳出の内容を目的別に見てみますと、９ページにあります、平成２４年度一般会計歳

出決算（目的別）の内訳表がございますが、その２番目の総務費が１２億４，１４８万

５千円で、地域交流館整備事業費、職員退職手当負担金、土地開発基金繰出金などの増

により、前年度と比較して２億１，６０３万７千円、２１．１％の増。その下の民生費

が２５億７，５６０万３千円で、あわ保育園調理室等の施設整備事業費、障害者自立支

援法に基づく給付費などの増によりまして、前年度と比較して１億１，８０７万８千円、

４．８％の増。その下の衛生費が９億７，７４９万７千円、可燃ごみ処理業務委託費な
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どの増によりまして、前年度と比較して１億７２６万１千円、１２．３％の増。その３

つ下にあります土木費が８億２，１７８万９千円で、道路新設改良事業費、道路環境整

備事業費、公共下水道事業特別会計繰出金、道路台帳等システム構築業務委託費などの

増加により、前年度と比較して１億２，６３６万８千円、１８．２％の増。２つ下でご

ざいますが、教育費が１０億１，０３２万円で、小学校校舎耐震補強等事業費などの増

によりまして、前年度と比較して１億５５８万４千円、１１．７％の増となりました。  

一方、一番上の議会費が１億１，９０３万２千円で、議員共済組合負担金などの減尐

により、前年度と比較して１，１９３万１千円、９．１％の減。下から６番目の消防費

が３億４，６１２万７千円で、消防車両更新事業費などの減尐によりまして前年度と比

較して６３０万９千円、１．８％の減となっています。  

この結果、歳出の構成比の順は、１番は民生費が構成比３０．９％、２番として総務

費、構成比１４．９％、３番が公債費が構成比１２．３％、４番目が教育費が構成比１

２．１％、５番目として衛生費、構成比１１．７％などとなっています。  

また、歳出の内容を性質別に見てみますと、１０ページの平成２４年度一般会計歳出

決算（性質別）の内訳にありますように、義務的経費では、一番上の人件費が１５億１

５６万６千円、構成比１８．０％で、職員退職手当負担金の増加などによりまして、前

年度と比較して１，７０２万９千円、１．１％の増。扶助費が１１億４，５０３万３千

円、構成比１３．７％で、障害者自立支援給付費などが増加しているものの、子ども手

当・児童手当などの減尐があったことから、前年度と比較して１４６万８千円、０．

１％の減。公債費が１０億２，３８６万円、構成比が１２．３％で、平成２０年度に借

り入れました臨時財政対策債、斑鳩文化財センター整備事業債の元金償還開始などによ

りまして、前年度と比較して８８７万７千円、０．９％の増となっており、義務的経費

全体では、３６億７，０４５万９千円、構成比４４．０％、前年度と比較して２，４４

３万８千円、０．７％の増となっています。  

また、投資的経費では、上から５番目にあります普通建設事業費が９億２，４３０万

１千円、構成比１１．１％で、地域交流館整備事業費、小学校校舎耐震補強等事業費、

あわ保育園調理室等施設整備事業費などの増加によりまして、前年度と比較して３億８，

８０８万７千円、７２．４％の増。災害復旧事業費が３４万３千円で、前年度と比較し

て３２９万円、９０．６％の減となっており、投資的経費全体では、９億２，４６４万

４千円、構成比１１．１％、前年度と比較しまして３億８，４７９万７千円、７１．

３％の増となっております。 
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その他の経費では、上から８番目にあります物件費が１７億７，０７８万８千円、構

成比は２１．３％で、住民情報システム改修業務委託費、東日本大震災への支援関係費

などが減尐したものの、可燃ごみ処理業務委託費、道路台帳等システム構築業務委託費、

水路現況調査業務委託費などの増加により、前年度と比較して１億８，８７５万１千円、

１１．９％の増。一つ飛びまして、補助費等が８億７，４３５万３千円、構成比１０．

５％で、火葬場関連補償費などが減尐したものの、最終処分場関連補償費、西和消防組

合負担金、社会福祉協議会補助金などの増加によりまして、前年度と比較しまして２，

７１１万４千円、３．２％の増。３つ下の繰出金では９億５，４４２万５千円、構成比

１１．５％で、公共下水道事業特別会計繰出金、土地開発基金繰出金、介護保険事業特

別会計繰出金などの増加によりまして、前年度と比較しまして７，８７６万４千円、９．

０％の増となっており、その他経費全体では、３７億３，７９３万円、構成比４４．

９％、前年度と比較しまして２億８，１８０万６千円、８．２％の増となっています。  

次に、１２ページでございます。財政構造等でございます。経常収支比率は、財政の

硬直性、弾力性等を判断する指標の一つでありますが、平成２４年度決算では、経常収

支比率は９５．３％、前年度と比較しまして３．０ポイント増加しております。 

また、１３ページの公債費比率につきましては、標準財政規模に対します公債費の割

合でありますが、平成２４年度決算では、公債費比率は９．０％となりまして、前年度

と比較して０．６ポイントの減尐しております。  

次に、財政力指数につきましては、普通交付税の算定に用います基準財政収入額を、

基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値を用いて表わしておりますが、

平成２４年度は０．５５８となっています。  

続きまして、１４ページから２３ページにかけての各特別会計の状況を説明いたしま

す。 

まず初めに、１４ページの国民健康保険事業特別会計の決算の状況でございます。           

平成２４年度の当初予算は、前年度当初予算と比較しまして１億４８５０万円、５．

１％の増の３０億６，０００万円で予算編成を行いました。  

その後、予算執行の過程におきまして、４回の補正予算を編成を行いまして、最終現

計予算額は３６億３，７０６万４千円となっておりまして、前年度最終予算額と比較し

ますと１億２，４２７万４千円、３．５％の増となっております。  

平成２４年度の歳入の総額は３０億５，０２５万５千円、前年度と比較しまして３，

３０７万９千円、１．１％の増となっております。また、歳出の総額は３５億５４９万
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１千円で、前年度と比較しまして２，５５３万３千円、０．７％の増となっております。  

続きまして、次に１６ページでございます。大字龍田財産区特別会計決算の状況につ

きまして説明させていただきます。  

平成２４年度の当初予算は、前年度当初予算と比較して３０万７千円、９．１％の減

尐の３０６万円で予算の編成を行いまして、最終予算も同額でございます。 

平成２４年度の歳入総額は３１６万９千円、前年度と比較して３２万２千円、９．

２％の減、歳出総額は４０万円、前年度と比較しまして７万７千円、２３．８％の増、

歳入歳出差引額は２７６万９千円で前年度と比較しまして３９万９千円、１２．６％の

減尐となっております。实質収支額も同額となってございます。  

次に、１８ページの公共下水道事業特別会計決算の状況につきましては、平成２４年

度の当初予算は、前年度当初予算と比較しまして９，２４０万円、７．２％の増加の１

３億７，６７０万円で予算の編成を行いました。  

その後、予算執行の過程において、２回の補正予算を編成を行いまして、最終現計予

算額は１３億５，８４９万６千円となりまして、前年最終予算額と比較しますと１億７

４１万円、８．６％の増加となっております。 

平成２４年度の歳入総額は１３億３１９万１千円、前年度と比較しまして８，８９２

万１千円、７．３％の増、歳出総額は１３億３０５万６千円、前年度と比較して、８，

８７８万６千円、７．３％の増で、歳入歳出差引額は１３万５千円となりました。  

次に、２０ページの介護保険事業特別会計決算の状況についてでございます。  

平成２４年度の当初予算は、前年度当初予算と比較しまして１億９，５８０万円、１

１．７％増加の１８億６，８４０万円で予算編成を行いました。  

予算執行の過程におきまして、３回の補正予算を編成し、最終現計予算は１９億２１

５万９千円となり、前年度最終予算額と比較しますと１億６，３６５万１千円、９．

４％の増となっています。  

平成２４年度の歳入総額は１８億６，６３９万３千円、前年度と比較して１億３，７

６７万２千円、８．０％の増、歳出総額は１８億３，０４７万７千円、前年度と比較し

て１億１，７１２万３千円、６．８％の増、歳入歳出差引額は３，５９１万６千円、前

年度と比較しまして２，０５４万９千円、１３３．７％の増で、实質収支額も同額とな

ってございます。 

次に、２２ページの後期高齢者医療特別会計決算の状況につきましてご説明させてい

ただきます。  
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平成２４年度の当初予算は、前年度当初予算と比較しまして４，５４０万円、１５．

９％の増加の３億３，１００万円で予算編成を行いました。  

予算執行の過程におきまして、１回の補正予算を編成いたしまして、最終現計予算額

は３億３，２２３万４千円となっており、これを、前年度最終予算額と比較いたします

と４，１９９万７千円で１４．５％の増となっております。 

平成２４年度の歳入総額は３億１，４８８万８千円、前年度と比較して２，７３６万

５千円、９．５％の増、歳出総額は３億１，４８３万８千円、前年度と比較して２，８

５４万９千円、１０．０％の増、歳入歳出差引額は５万円、前年度と比較しまして１１

８万４千円、９５．９％の減尐となっており、实質収支額も同額となったところでござ

います。 

続きまして、資料の１をご覧いただきたいと思います。平成２４年度財産に関する調

書、資料１でございます。資料１の平成２４年度財産に関する調書をご説明いたします。  

前年度から異動のありました主なものにつきましてご説明させていただきます。 

まず、１ページでございます。１．公有財産、（１）土地及び建物でありますが、行

政財産では、１ページの下から１３行目のあわ保育園につきましては、給食調理棟の新

築によりまして建物の非木造で１４６㎡の増となっております。 

次に、２ページの上から１３行目、青尐年野外活動センターにつきましては、同セン

ターを廃止したことから、行政財産から普通財産への分類換えによりまして、土地で２，

４３７㎡の減、管理棟の取壊しによりまして、建物の非木造で１２０㎡の減となってい

ます。 

次に、３ページの上から１１行目、幸前多目的広場用地につきましては、幸前集会所

用地となったことから、行政財産から普通財産への分類換えによりまして、土地で４１

０㎡の減となっております。 

次に、このページの下から９行目にあります旧法隆寺駅前派出所につきましては、昨

年に法隆寺駅前交番を県から返還を受けまして、名称の変更並びに普通財産に登録をい

たしましたが、この建物を防災用倉庫といたしたため、普通財産から行政財産への分類

換によりまして、建物の木造で６９㎡の増となっております。 

次に、その下の法隆寺亓丁地区地域交流館につきましては、法隆寺亓丁地区地域交流

館の建設によりまして、その用地として土地で７６７㎡の増、その建物として建物の非

木造で４０２㎡の増となっています。  

次に、４ページの上から９行目の東福寺公園につきましては、東福寺公園敷地整理に
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伴います公園用地の取得によりまして、土地で１０㎡の増となっております。 

次に、このページの下から５行目の東里地区集会所公園につきましては、公園部分を

行政財産への分類換えによりまして、土地で４４３㎡の増となっております。 

次に、５ページをお願いいたします。  

一番下から５行目の龍田南４丁目ごみ置場につきましては、開発行為に伴うごみ置場

の設置によりまして、土地で２㎡の増となっております。 

続きまして、普通財産のところでございますが、６ページの上から１３行目、東里地

区集会所につきましては、公園部分を行政財産への分類換えによりまして土地で４４３

㎡の減及びこのページの下から８行目にあります、幸前集会所用地につきましても、幸

前多目的広場用地から集会所用地にと、行政財産から普通財産への分類換えによりまし

て、土地で４１０㎡の増となっています。  

次に、７ページの下から５行目、旧法隆寺駅前派出所につきましては、普通財産から

行政財産への分類換えによりまして、建物の木造で６９㎡の減、その下の旧町立青尐年

野外活動センター用地につきましては廃止になったことから、普通財産への分類換えに

よりまして、土地で２，４３７㎡の増となっています。  

その下の、興留５丁目地内土地及びその下の阿波２丁目地内土地につきましては、土

地開発基金から町に買い戻したことから、土地で合わせまして６６６㎡の増となってお

ります。 

次に、８ページからの（３）物品についてですが、取得価格１００万円を超える重要

物品の異動について説明いたします。  

まず、９ページの上から１１行目のＬＧＷＡＮサービス提供装置につきましては、レ

ンタルによる新機種への更新のため、廃棄によりまして１台の減、下から４行目の自動

食器洗浄機の１台、その下のスチームコンベクションオーブンの１台につきましては、

あわ保育園の給食棟新築に伴います購入によって増となっております。その下、斑鳩小

学校のスチームオーブンの１台につきましては老朽化による機器の入れ替えでございま

す。 

また、その下、最終処分場においてペットボトルリサイクル推進のため、ペットボト

ル減容機の１台増となっております。 

次に、１０ページの乗用車でトヨタエスティマハイブリットの１台取得によります増、

１１ページのごみ収集車でいすゞダンプ、それからいすゞダンプトラック各１台の取得

によります増、また、可燃ごみ収集委託先にマツダ塵芥車を無償譲渡による１台の減と
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なってございます。 

次に、１２ページの（４）出資による権利についてですが、上から４行目の斑鳩町土

地開発公社が、平成２４年１０月２３日付けで解散したことから、出資金５００万円の

町への返還によりまして５００万円の減となっております。決算年度末現在高は０円と

なってございます。 

次に、１３ページの（５）基金の状況についてであります。  

決算年度中に増減のありましたものにつきまして説明いたします。  

上から１行目の公共施設整備基金につきましては、公共施設等の整備事業資金に充て

るため設置しておりました、斑鳩町開発指導要綱に基づく施設協力費を積み立てており

ましたが、施設協力費を廃止しておりますことから、この基金を廃止しております。預

金利息の８８円の増がございましたが、全額取崩しを行いまして、決算年度末残高は０

円となっています。  

次にその下の土地開発基金につきましては、土地開発基金保有地の２件の用地の買い

戻しにより１億７，２１３万７，１７５円、斑鳩町土地開発公社の解散に伴います残余

財産が町に帰属したことによりまして、２，２００万円の積立及び預金利息等の２０万

９，４６２円がございまして、合わせまして合計１億９，４３４万６，６３７円の増と

なっております。決算年度末現在高は３億５，７６３万９，１０２円となっております。  

次に、その下の財政調整基金につきましては、定期預金満期等の利子によりまして、

２８１万９，６５２円の増となり、決算年度末現在高は、１８億６，００８万９，９８

６円となっています。  

次に、都市計画事業整備基金につきましては、都市計画税の積立てによりまして設置

しておりましたが、下水道事業などの都市計画事業の進展によりまして、都市計画税の

総額が当該年度の都市計画事業に全て充てられていることから、この基金を廃止してお

ります。預金利子として５２円の増がありましたが、全額取崩しを行いまして決算年度

末残高は０円となっております。 

次に、減債基金につきましては、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業や斑鳩町総合保健福祉会

館建設事業で活用した町債の償還対策としまして、１，１４５万７千円の積立て、また、

預金利息として３５万５，１７１円ありまして、合計１，１８１万２，１７１円の増と

なっております。また、１９年度発行の斑鳩町いきいきの里債の償還財源としまして８，

０００万円の取崩しを行っておりまして、決算年度末現在高は１億５，７０１万５，７

２４円となっております。  
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次に、福祉基金につきましては、高齢者及び障がい者等福祉活動の促進を図るため、

基金を設置しており、寄附金９万２，９２５円の増となっておりまして、決算年度末現

在高は、３億２，６１６万６，９９２円となっています。  

次に、２つ飛ばしまして、斑鳩の里歴史文化遺産保存・活用基金につきましては、寄

附金を原資として基金積立てを行っておりまして、寄附金１３５万８，６００円の増と

なり、決算年度末現在高は１，０７７万９，４５０円となっています。  

次に、国民健康保険財政調整基金につきましては、預金利子１２円の増加がありまし

て、決算年度末現在高は、６万９，２２８円となっております。 

次に、介護保険給付費準備基金につきましては、預金利子の７万２，８３２円、積立

ての２，０４３万６，９６１円の増と、また、介護保険計画によります予算への繰入れ

分３４０万円の取崩しをおこなっておりまして、決算年度末現在高は４，７９１万９，

４４９円となっています。  

決算年度中の基金の合計では、２億３，０９３万９，９３０円の増、８，４１０万４，

８４６円の減となりっておりまして、決算年度末現在高は前年度と比較しまして１億４，

６８３万５，０８４円の増の２８億６，７２０万４，７２３円となっています。  

次に、１４ページの土地につきましては、土地開発基金で保有をしております土地の

うち上から４段目の阿波２丁目地内、３９２㎡、９，６２８万３，８８３円と、その２

段下にあります興留５丁目地内、２７４㎡、７，５８５万３，２９２円を平成２５年３

月２９日付けで町に買戻しをしましたことから、決算年度末現在高は、面積で２，５５

３㎡、価額で３億８，９０８万２７円となってございます。 

以上で、一般会計並びに各特別会計の決算の概要につきましての説明とさせていただ

きます。  

よろしくご審査のほどお願いいたします。  

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。  

  小野委員。  

○小野委員 財産に関する調書の４ページですけどね。東福寺公園で１０平米増になって

いる。このことは、私も総務委員会に所属してましたし、いろいろ補正予算を組んでと

いうことで、まあ原因というんですか、確かに監査委員さんは、公園の整理という言葉

を使っておられますけど、この原因は、私は当時も話したと思いますねんけど、やはり

こういう公有財産の管理、草刈りをするのもそうですけど、やはりきちっとした境界確

認をして、そうしてその図面を保管しておくと、そのことが肝要であるということも申
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しあげたと思うんですが、このことについて、どのように善処してこれからもいこうと

しておられるのか、この決算委員会の中でも皆さんも聞いておられるということで、そ

の意気込みというんですか、改善方法、それをちょっと述べてもらいたいと、そのよう

に思います。  

○嶋田委員長   

 公有財産の管理につきましては、小野委員さんがおっしゃいますと

おり、適切適正な管理を進めていかなければならないものと考えております。  

  昨年、こういった形で１０平米の錯誤といいますか、そういったものが出てまいりま

したので、各行政財産を管理している各課におきましては、再度、もう一度見直すよう

にというか、精査するように通知をさせていただいたところでございます。  

  今後、こういったことがもし起こっていくならば、また新たな管理といいますか、そ

ういったものを適切に行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 まあ課長から一般的な答弁をいただいてますけど、そしたら、具体的にどの

ように動いておられるのかということを示してもらいたい。各課でこのようなことが起

きたらって、起きてから動くのではなくて、その前にやはり公有財産の管理というもの

については、どういうんですかね、境界から面積とか、このこと、起きたことも、法務

局の地積測量図云々の話、それから開発で帰属というんですか、こちらが寄附を受けた

時、その時点でのチェックの甘さとか、そういうこともあったから、あえて１０平米を

その隣接地から分筆して買ったんです。ということは、その寄附を受けた時とか、今保

有している土地についての境界確認をして、図面をきちっと管理しておけば、こういう

ことが起きてこないんじゃないかなということで、私は申しあげているのでね。そうい

うことを行っていくというような方針はないんですか。  

○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  まず、この問題につきましては、当初もらう時に、開発図面、図面と、そ

れから分筆図面、それと現地調査で、寸法は測っていなかった。それらの原因で発生し

たものでございます。  

  もうここ数年来ですけども、更地につきましてはもらう時、公園または道路をもらう

時につきましてはその分筆図面で、現地で測っておりますし、また、県のほうでも完了

検査はされているという、測っておられますので、こういうことはないということで、

今、担当のほうで進めてもらっております。  
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  それと今、こういう全ての、例えば公有財産の全て、例えば境界確定図面を作れとい

うことの指摘でございます。  

  これにつきましては、相当以前でありますけども、各課において今現在持っておりま

す、例えば公園地についての印鑑までは押してないんですけども、立ち会いした経緯と

いうのがございます。ただ、それにつきましては、境界確定書までは作成はしておりま

せんので、ただ、今持っている全ての財産について、境界確定で巻くとなってきたとき

には、相当なやはり経費が発生すると思うんですわ。例えば役場でも一緒、各学校でも

一緒です。公民館もございます。ここにある全ての財産です。これを全て境界確定を巻

くとなったら相当のお金が要ると思うんです。  

  その中で、やはり問題になったときにはその確定をやはり立会いをしていただいてお

りますけども、やはり全てを今すぐ計画的に巻けというのは、ちょっと今、財政から考

えて、例えば５年計画でこれをしろというのは、ちょっと今は難しいと思うんですけど

も、やはり今申しあげましたように、それで例えば問題になっておるところがありまし

たら、それについてはやっぱり解決はしていかなければならないとは考えてはおります。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 副町長、問題になってからということで、この東福寺は起きたことなんです

ね。前もってそういう境界確定をしておれば、何らこの１０平米を買う必要もなかった

し、いろいろな補償もする必要もなかったと、私は思っておるんです。だから、問題に

なってからでは遅いんですよ。  

  だから、境界確定については、きちっとした境界標を設置して測量もしておかなけれ

ばいけないと思いますし、どれぐらいかかるんやということについては、それはたくさ

ん金がかかるからちょっと無理やということでね、だけどね、近隣の三郷町なんかでも

いろいろなことでやってきてます。上牧町もやってきてます。やっぱり財産というもの

は皆さんのものでありますから、そういうことを計画的に、そういうふうにやっていま

す。 

  特に、名指しで言うたら悪いですけど、西小学校の中に民有地もまだ含まれていると

思うんです。それは借地でも何でもない土地。それから公図的にも町の所有ではないよ

うな土地がまた外にもあるやろうし、地図公図には起こしてると思います。  

  それを改善された形跡もないしね、そういうことが起きてこんうちに、やはり計画的

にやってもらいたいんです。起きてから、問題が起きてからそれをやったら、こうして

買わなければいけないんですよ。あの時に、議員さんらも皆、そんなことなんでやねん
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と、だけどもこちらが先にそういうように善処しますという返事をする限りね、時効も

そこで成立しなくなったんですよ。前もって先にその申し入れがあってからやりますと

いうことを言うてから議会へ出してきて、おかしいやんかという話になってきたんです。

实際問題、それを分筆してその経緯も見たし、この１０平米の土地代だけじゃないです

よね。そういうことが起きたということをとらまえて、こういうことを言ったらおかし

いけど、割と小さな問題なんですよ、ここの問題はね。経費的には。だけど、もっと大

きなことでいろいろなことが起きてくる可能性もあるのでね。前もって、やはりいろん

な確か、どういうんですか、補助金的なことをいろいろ活用して上牧町もやってこられ

たし、三郷町もやっておられたと思います。そういうことも踏まえて、そちらのほうに

も目を向けてやってもらいたいなと、そのように申し入れておきます。  

○嶋田委員長  答弁よろしいですか。  

○小野委員 結構です。 

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  ないようですので、これをもって概要説明に対する質疑を終結いたします。  

  続いて、健全化判断比率報告について説明を求めます。  

  乾総務部長。  

○乾総務部長  それでは、平成２４年度決算におけます健全化判断比率等の状況につきま

して、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定に基づきまして、報告をさせていただきます。座って説明をさせていただきます。  

  資料７の平成２４年度健全化判断比率等報告書の１ページをお開きをいただきたいと

思います。  

  初めに、表の一番上でございますが、１つ目の指標であります实質赤字比率につきま

しては、地方税、地方交付税等の一般財源、その他の支出の主な財源としております一

般会計等におきまして、歳出に対する歳入不足、いわゆる赤字額を地方公共団体の一般

財源の標準的な規模をあらわす標準財政規模の額で除した比率とされております。  

  平成２４年度の一般会計におけます实質収支額は５億６，２７３万６千円の黒字とな

りましたことから、实質赤字比率はマイナス１０．０９％となり、前年度のマイナス１

１．４０％と比較いたしますと、１．３１ポイント悪化しております。  

  なお、この比率の基準につきましては、市町村の財政規模に応じて、１１．２５％か

ら１５％までの間とされており、本町の早期健全化基準は１４．６６％となっておりま
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す。 

  また、財政再生基準は財政規律を確保する上で、事实上の規範として定着しておりま

す旧再建法の起債制限の基準を用い、市町村は２０％とされております。  

  次に、２つ目の指標でございます連結实質赤字比率につきましては、地方公共団体全

ての会計の赤字額と黒字額を合算して、当該団体を１法人としての歳出に対する歳入の

不足額をその団体の一般財源の標準的な規模をあらわす標準財政規模の額で除した比率

とされております。  

  平成２４年度の連結収支が４億５，０２０万６千円の黒字となったことから、マイナ

ス８．０７％となり、前年度のマイナス８．４０％と比較して、０．３３ポイント悪化

しております。  

  なお、この比率の基準につきましては、早期健全化基準が实質赤字比率の早期健全化

基準に公営企業等における経営健全化等を踏まえ５％を加算し、市町村については財政

規模に応じ、１６．２５％から２０％とまでの間とされており、本町の早期健全化基準

は１９．６６％となっております。  

  また、財政再生基準は同様の観点から、实質赤字比率の財政再生基準に１０％を加算

し、市町村は３０％とされております。  

  次に、３つ目の指標でございます。  

  实質公債費比率につきましては、地方公共団体の一般会計等の支出のうち、義務的に

支出しなければならない経費である公債費や公債費に準じた経費を、その団体の標準的

な規模をあらわす標準財政規模を基本とした額で除した比率の３か年間の平均値とされ

ております。  

  平成２４年度は７．１％となり、前年度の７．４％と比較して０．３ポイント改善し

ております。  

  なお、この比率の基準についてでございますが、早期健全化基準につきましては、現

行の地方債協議許可制度において、一般単独事業の許可が制限される基準とされている

２５％となっております。また、財政再生基準は同様に、公共事業等について許可が制

限される基準とされている３５％となっております。  

  实質公債費比率が改善している主な要因につきましては、７ページをご覧いただきた

いと思います。７ページの表でございます。  

  過去３年間の实質公債費比率の算出に用いる基礎数値を表記したものでございます。

中央よりやや左側にアルファベットを記載しておりますが、そのｔ欄をご覧いただきた
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いと思います。比率算定の分子となる額についてでありますが、元利償還金が増加して

いるものの、その控除額である基準財政需要額算入額がそれ以上に増加しているため、

分子となる額のｔ欄が減尐し、分母となる額のｚ欄が若干減尐しておりますが、分子の

減尐額が大きい分、比率の減尐が見られたところでございます。  

  また、平成２４年度の实質公債費比率は、平成２２年度から２４年度の３か年平均で

あるために、平成２４年度単年度の数値は先ほどの要因等により６．８％までに下がり

ましたが、３か年平均は若干の減にとどまっております。  

  当町の实質公債費比率が全国の団体と比べてどの程度の水準にあるかということで、

全国平均と比較いたしましたところ、下から２番目とそれから一番下でございますが、

ａｃ欄及びａｄ欄でございますが、平成２３年度では全国町村平均が１１．７％、全国

市区町村平均が９．９％のいずれも下回っているという結果となっております。  

  １ページにお戻りをいただきたいと思います。  

  次に、４つ目の指標でございます。  

  将来負担比率につきましては、地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することに

なっている实質的な負債に当たる額を把握し、この将来負担額から負債の償還に充てる

ことができる基金等を控除の上、その団体の標準的な規模をあらわす標準財政規模を基

本とした額で除した比率とされております。  

  平成２４年度は、早期健全化基準３５０％に対し、２１．８％となっており、前年度

の１７．９％と比較して３．９ポイントの上昇となっております。  

  資料の９ページをご覧いただきたいと思います。９ページの将来負担比率の状況でご

ざいます。  

  本町の平成２４年度末時点で想定されます将来負担額は、長期の借入金である一般会

計の地方債残高のほか、直接の借入金ではないものの公営企業等の他会計の地方債残高

のうち一般会計が負担するもの、一部事務組合により整備した施設に係る地方債のうち、

本町の負担額などを合わせ、表の中段の将来負担額Ａのところで合計を示しております

が、その額は１８７億９，０００万３千円、対前年比６，９３９万５千円の増となって

おります。  

  また、この将来負担額に充当が可能とされている財源は、基金、都市計画税や国・県

支出金などの特定財源、基準財政需要額算入見込額を合わせ、表の下から８行目になり

ますが、充当可能財源等、Ｂのところで合計を示しておりますが、１７７億３，３１９

万９千円、対前年度比１億１，７４４万９千円の減となり、实質的な将来負担額は、表
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の下から７行目になりますけれども、Ａ－Ｂ（分子値）のところでございますが、１０

億５，６８０万４千円、対前年比が１億８，６８４万４千円の増となっております。  

  一方、その分母となる標準的な規模をあらわす標準財政規模を基本とした額は、表の

下から４行目でございますが、Ｃ－Ｄ（分母値）のところでありますが、４８億３，２

９７万７千円、対前年度比１，６７１万５千円の減となっております。  

  このように、分母値と減、及び分子値の増となり、ともに比率が上昇につながったこ

とから、将来負担比率は３．９ポイント増の２１．８％となったところでございます。  

  将来負担比率につきましても、全国平均と比較いたしましたところ、下から１行目と

それから一番最後の行でございますけれども、平成２３年度では全国町村平均３７．

６％、全国市区町村平均６９．２％のいずれも下回っているという結果となっておりま

す。 

  次に、２ページをお開きをいただきたいと思います。  

  資金不足比率の状況でございます。  

  この状況につきましては、水道事業会計では３億６７４万円の余剰額が生じており、

公共下水道事業特別会計は収支ゼロとなっており、いずれの会計におきましても資金不

足は生じておりません。 

  最後に１１ページをお開きいただきたいと思います。  

  １１ページの斑鳩町の健全化判断比率等の推移を取りまとめております。  

  平成１９年度に連結实質赤字が生じたところでございますが、以後、全ての項目にお

いて改善傾向にありましたが、平成２２年度前後をピークに数値が若干悪化していると、

悪化したものがあるところでございます。  

  以上で、平成２４年度決算におけます健全化判断比率等の状況につきましてのご報告

とさせていただきます。 

  よろしくお願いを申しあげます。  

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。  

  伴委員。  

○伴委員 ちょっと、これの１３ページですねんけど、斑鳩町、要改善といいますか、上

のうほうに、これ、悪いほうの上のほうにきてますわ。これ確か、国保の問題で連結に

なってくるとこんな感じになるんかな。これは２３年度で８．４、今回のやつはこれ８．

０４というような感じでまたこうプラスになってきた。この辺のちょっと考え方といい

ますか、ちょっと。これだけで全てを測るものではないというのはわかっておるんです



 - 35 - 

が、ちょっとお願いします。  

○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  今、お尋ねの１３ページ、連結赤字比率というのは、いわゆる企業でいう

保留分、その前に連結決算の状況でございます。  

  当然ながら一般会計は、ご存じのように黒字になっております。  

  ただ、国保につきましては、まだ４億４、５千万の赤字、約５億。また、だんだんふ

えて、平成２４年度決算は単年度は黒字になったものの、やはり平成２５年度の給付の

状況を見てまいりますと、やはり単年度でやっぱり数千万円の赤字と。国保だけでやっ

ぱり５億近い赤字になってこようかと考えております。  

  それで、またこれが２年、３年続きますと、一般会計で５億の黒字を出して、水道で

３億の黒字を出して合計８億ですけども、それを国保のほうへ全部投げていくわけです

ので、やはり各特別会計は、これ単独で財政を、健全化をやっていかないと意味がない

と考えておりますので、やはり、これはもう国保につきましては、やはり要った分は幾

ばくかの負担はやはり加入者の方にやっぱり持っていただく時期が来ようかとは考えて

おります。  

  ただ、町といたしましても、今まで続けております、介護保険の繰入金をやっており

ます、町単独で。介護保険でやっぱりどうしても制度的に、制度というか納付金を全て

納税者から取ってませんので、その分については町で穴埋めをやっておりますけども、

それについてもやっぱり引き続きやっていきながら、なおかつ、やはり加入者の方に一

定の負担を求めていかないと、この財政というのはよくならないし、そこらは町民の方

にも深いご理解をいただく必要があると考えております。  

  以上です。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 今の説明でどういうように考えておられるかというのはわかりましてんけど、

これまあ、状況としまして、いつも私思うんですが、ほかの町でもこの制度というもの

は同じように国の制度、同じやと思いますねんけど、この斑鳩町はこの５番とか、この

辺にくる、この辺の要因をちょっとわかりやすくお願いします。  

○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  要因は今先ほど申しあげた国保の赤字です。連結決算でいきますので。連

結でいったら何ぼ一般会計で５億の黒字を出して、水道で３億出しても８億、こっちで

４億５，０００万円あったらその分引いてきますでしょう。ですからなくなる。  
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  だから、ちなみに奈良県でも国保の赤字、斑鳩と同じように思っておられるかも、奈

良県全体の国保の赤字は９億円なんです。そのうちの斑鳩町で４億５，０００万を大体

取っております。奈良県の国保の赤字の半分が斑鳩町で取ってる。こういう状況ですの

で。ほかの市町村は、国保というのは斑鳩ほど悪くはないということはご理解をいただ

いて、それで、その分、やはり制度的に赤字になってきてるということで、やはり先ほ

ど申しあげましたように、やはり国保の加入者負担金についての、やはり負担を求める

必要がある時期が来ようかと考えておりますので、そこらは加入者の方にご理解をいた

だかなければならないと考えているところです。  

  ただ、その国保税の会計につきまして、今、奈良県一本の国保税の議論もされており

ますので、それを見た中でやはり考えていかなければならないと考えております。  

  原因はあくまでも国保財政の赤字です。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 また、国保、なぜ斑鳩町が国保がこれだけ悪いのか、これはまた国保のところ

でまた質問させていただきます。  

○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  何で悪いかと言われますと、使ってある分について、保険料がないと。使

った分に対して保険料がいってないことです。近隣でも保険料はもっと高いところもご

ざいますし、一人当たり医療費も斑鳩町より高いところもございます。斑鳩町より高い

けども、斑鳩町ほど財政が悪くないところもございます。それはもう、単純に言うて、

国保税が高いということで、これはもう簡単な足し算引き算の関係です。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 今、ちょっと総務部長からということで説明を受けてたんですが、私は先ほ

ど代表監査委員さんから同じようなことの説明を受けていた中で、この今の資料７と見

ているんですが、代表監査委員の決算審査意見書の２１ページに財政力指数が２１年か

ら連続して下落しているということで、尐し懸念されていたような意見があったんです

がね。このことについてはどういうものがあるのか、どういうことでこういうことが起

きてくるか。また、これを改善するにはどういう具合に施策としてやっていかなきゃい

けないのか、考えておられることがあったらちょっと教えてほしいんです。 

○嶋田委員長   

 財政力指数の悪化の件でございますが、これにつきましては、算定

式が基準財政収入額が分子となっておりまして、基準財政需要額が分母となっています。  
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  基準財政収入額、いわゆる税収入、基本的には税収入とお考えいただいて結構なんで

すけども、これについては一定の税収入、これ１，６００万円ぐらいの微増ということ

で、監査委員さんのほうからもご報告がございました。  

  その分母となる基準財政需要額なんですけども、これにつきましては、平成２１年度

から国の財政対策として地方に交付税を、いわゆる今まで絞ってきたやつを徐々に拡大、

財政対策として充实していきますよという方針が出されましたので、分母のほうが大き

くなってきている状況になるんです。そういった状況の中で分子が変わりませんので、

おのずとして、いわゆる指数はちょっとずつ減っていっているという形になっているの

が現状でございます。それが分析した現状になっております。  

  もう一点、財政力指数を上げようということなんですけども、それにしますと１つは

税収の確保という部分がございます。また、制度的に言いましたら、交付税が減ってま

いりましたらおのずとまた上がってくるということになりますので、そういった数字の

ちょっとあやといいますか、そういったものもございますので、一概に減ったからとい

うことで苦しい状況かといえばそういう状況もなくて、高いから豊かになったかといっ

たらそういう状況もございませんので、そういったところでございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 それと、経常収支比率が２２年度で９１．３ということで、それから徐々に

また硬直化というんですか、直ってきてるんですが、これらについてもやはり、これは

もうそういう形であまり心配することもないということでよろしいんですかね。  

○嶋田委員長   

 経常収支比率が上昇しているという件なんですけども、これにつき

ましてはやはり経常一般財源で使われる、いわゆる歳出のほうですね、そういった分野

のほうが多くなっているという状況にございます。  

  ２４年度で見てみますと、物件費が、可燃ごみの委託料を開始しておりましたので、

そういった分が増えている部分と、もう一つ大きなところでしたら、退職手当金の負担

金が増えておりますので、その部分も経常一般財源を使用します歳出になっております

ので、その部分が増えたのかなというふうに考えております。  

  ただ、一番懸念せなあかんところは、社会保障経費関連の一般財源の、いわゆる主要

というか重要なんですけども、そういった部分は今後ますます増えていくだろうという

ふうに考えているところでございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  
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○小野委員 それと、最後なんですが、同じ２１ページのところの、これの判断比率云々

の説明を代表監査委員がされた時に、斑鳩町は良好ということになっていると。今の総

務部長もそういう説明をしていただきましたけど。 

  それで、まあこれは全国平均からまだ、これもだんだんだんだん上がってきてるんだ

けど、全国平均よりまだ大分低いということで良好という形っておっしゃってた、総務

部長が説明したんだと思いますけど、この点も代表監査委員はやはり尐し気になってい

るということもおっしゃったんですがね。そうしたらなぜ代表監査委員に質問をしない

んやということになるんですが、この意見書というのはあくまでも町長に提出されてま

すので、それを補足的に説明を受けたから、そういうこともやはり行政のほうへ質問を

するのが、私は適当かな、妥当かなという形で、今させてもらってます。  

  代表監査委員がやっぱり気になるということはどういうことと考えられるのかね。だ

んだん将来負担比率が上がってきているということになることは、どこかでやっぱり平

均よりまだ下やからいいというようなものではないと思いますので、その点ちょっと、

考え方というか、ちょっと示してもらいたいなと思います。  

○嶋田委員長   

 小野委員さんがおっしゃいますとおり、平均より下やからというこ

とでいいものではございません。  

  ただ、将来負担比率につきましては、国のほうでは３５０％ということですので、そ

ういった面では良好やということには間違いないということです。  

  ただ、今後、いろいろな関係で、事業の関係とかございまして、そういった将来負担

というのは上がっていくやろうと、そういった部分について、きちっと見きわめた中で

財政運営をしていきなさいよというふうにおっしゃっているのかなというふうに考えて

いるところでございます。  

○嶋田委員長  よろしいですか。  

○小野委員 いいです。 

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  ないようですので、これをもって健全化判断比率に対する質疑を終結いた

します。  

  続いて、認定第３号 平成２４年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定について、一

般会計歳入全般の審査に入ります。  
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  理事者の説明を求めます。  

  乾総務部長。  

○乾総務部長  それでは、初めに議案書を朗読させていただきます。  

  認定第３号 

平成２４年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定について  

  標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。  

  平成２５年９月２日提出  

                               斑鳩町長 小城利重  

  それでは、一般会計の歳入決算の状況につきまして、ご説明をさせていただきます。  

  座って失礼をさせていただきます。  

  それでは、資料３の主要な施策の成果表の７１ページをお開きいただきたいと思いま

す。７１ページでございます。  

  第２表の平成２４年度一般会計歳入決算の内訳でございます。  

  平成２４年度の歳入決算額は、この表の２のとおり、８９億３，５８２万６千円で、

前年度の決算額と比較して６億４１０万１千円、７．３％の増となっております。 

  増額の主な理由といたしましては、地方交付税で１億３，０９９万３千円の増、まち

づくり事業債、学校教育施設等整備事業債等の町債で２億４，９７０万円の増、緊急雇

用創出事業補助金、農地有効活用促進事業補助金等の県支出金で１億１，６１９万８千

円の増などが挙げられます。  

  また、その主な内訳は、構成比の大きな順から、上から１行目の町税が２８億７，９

４０万５千円で、構成比が３２．２％。それから、下から７行目でございますが、地方

交付税が２３億６，８７６万１千円で、構成比が２６．５％、下から５行目でございま

すが、国庫支出金が７億９，１４９万８千円で、構成比が８．９％、それから、下から

３行目でございますが、町債が７億８，８８０万円で、構成比が８．８％、それから、

上から７行目になりますが、繰越金が６億８，９７３万３千円で、構成比が７．７％、

それから、下から４行目になりますが、県支出金が５億３，７１２万円で、構成比が６．

０％等となっております。  

  これらの歳入の状況でございますが、次のページ、７２ページの第３表でございます

が、平成２４年度町税決算の状況をご覧いただきたいと思います。  

  この第３表のとおり、前年度と比較いたしまして、町税は、比較の増減額で、固定資
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産税が５，７６０万円、たばこ税が７１８万４千円、都市計画税が５１０万５千円の減

収となったものの、町民税が年尐扶養控除の廃止等により７，６０３万２千円の増収と

なったことから、町税収入全体で前年度と比較して、６８１万９千円、０．２％の増と

なっております。 

  また、町税の徴収率は０．１ポイント向上いたしまして９５．６％となっております。  

  また、目的税であります都市計画税の使途状況につきましては、資料５の平成２４年

度決算付属参考資料、資料５でございます。平成２４年度の決算付属参考資料の１０ペ

ージをご覧いただきたいと思います。 

  １０ページでございますが、平成２４年度の都市計画税の使途状況ということで、下

の表でございます。真ん中の平成２４年度の都市計画税収入額は１億２，１０２万７千

円で、公共下水道事業、そしてこれまで都市計画事業として借入れを行った町債の償還

金に充当をしております。これら都市計画事業に要する一般財源の総額は、上の表の左

の財源内訳の欄の右端の一番下でございますが、３億９，１６７万４千円で、都市計画

税収入の全額を充当いたしております。  

  資料３の主要な施策の成果の７１ページにお戻りをいただきたいと思います。 

  町税とともに町財政の大きな柱であります、下から７行目になりますが、地方交付税

は、国全体の地方交付税の総額が前年度とほぼ同水準となる中、基準財政収入額の減及

び地方財政対策に伴う基準財政需要額の増などによる普通交付税の増に加え、特別交付

税についても増となり、対前年度比１億３，０９９万３千円、５．９％の増となってお

ります。  

  次に、下から５行目になりますが、国庫支出金は、子ども手当、児童手当交付金など

が減額となったものの、社会資本整備総合交付金、学校施設環境改善交付金、自立支援

給付費負担金などが増額となったことから、対前年比４，８８７万２千円、６．６％の

増となっております。  

  次に、その２行下の、町債でございます。 

  地方一般財源の不足等に対処するため、地方財政法第５条の特例として発行が認めら

れている臨時財政対策債が減額となったものの、まちづくり事業債、可燃ごみ積み替え

施設整備事業債、土地改良事業債、道路新設改良事業債、学校教育施設等整備事業債、

中央公民館リニューアル事業債が増額となったことから、対前年度比２億４，９７０万

円、４６．３％の増となっております。  

  次に、その１行上の県支出金は、奈良県知事・県議会議員選挙費委託金、災害救助費
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負担金などが減額となったものの、緊急雇用創出事業補助金、農地有効活用促進事業補

助金、自立支援給付費負担金、衆議院議員選挙費委託金などが増額となったことから、

対前年度比１億１，６１９万８千円、２７．６％の増となっております。  

  最後に、これら歳入を町が自主的に調達できる町税、使用料及び手数料、繰入金、繰

越金等の自主財源と、その調達を国で依存する地方交付税、国庫支出金、県支出金、町

債等の依存財源に分類すると、自主財源は４１億８９７万円で、前年度と比較して８，

７１６万５千円、２．２％の増となり、歳入全体に占める割合は４６．０％となってお

ります。  

  以上で、歳入決算状況につきましての概要説明とさせていただきます。  

  よろしくご審議をお願いを申しあげます。 

○嶋田委員長  それでは、一般会計歳入全般についての質疑をお受けいたします。  

○木澤委員 ７０ページのところで、町民税の中で、２４年度は年尐扶養控除が廃止され

たことによる増収があったというふうに思うんですが、純粋にこの年尐扶養控除の廃止

に伴う増収というものの影響額を教えていただけますでしょうか。  

○嶋田委員長 加藤税務課長。  

○加藤税務課長 年尐扶養控除並びに特定扶養控除の加算額、この２つが廃止になってお

りますけれども、その２つの影響額につきましては、約７，０００万円の増収となって

おります。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 町民税全体で見ますと、前年比で６８１万９千円の増ということですので、

これを引くとやっぱり住民さんの納めていただいている町民税は減尐傾向やということ

ですね。  

  法人税なんかを見ますと、前年度と比べるとふえてきてますけども、町民税が減って

いる傾向としてはどういうふうに分析をされておられますか。  

○嶋田委員長  加藤税務課長。  

○加藤税務課長 個人町民税の減収につきましては、昨年度、若干ではございますけれど

も全体的な所得が若干落ちてるということで、その分の個人所得の減尐によって約６２

０万円減尐になっております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 すみません。その年尐扶養控除の廃止と、特定の、もう一つのほうですね。

その対象世帯の件数というのはわからないんですね。  
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○嶋田委員長  加藤税務課長。  

○加藤税務課長 個人町民税につきましては、個人課税になっておりますので、世帯単位

についての数字については把握できておりません。  

○嶋田委員長  結構ですか。  

  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  ないようですので、これをもって歳入に対する質疑を終結いたします。  

  ここで、１３時まで休憩いたします。  

（ 午前１１時４９分  休憩 ） 

（ 午後 １時００分  再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

それでは、総務部・会計室・議会事務局所管に係る決算審査を行います。  

まず初めに、第１款議会費についての説明を求めます。  

藤原議会事務局長。  

○藤原議会事務局長 第１款議会費の決算の概要につきましてご説明を申しあげます。  

失礼をさせていただきます。  

主要な施策の成果報告書の７９ページから８０ページでございます。  

平成２４年度の議会費の歳出決算額は１億１，９０３万２，５５１円、執行率は９７．

７％となっております。前年度決算額１億３，０９６万３，０２５円と比較して、１，

１９３万４７４円、９．１％の減尐となっております。  

前年度と比較して決算額が減尐いたしました主な理由は、２３年６月１日をもって地

方議会議員年金制度が廃止されたことに伴い、平成２３年度の議員共済費の支出が４，

１９９万４千円の大幅な支出となりましたものの、平成２４年度では１，２７３万９千

円減の２，９２５万５千円になったことが主な要因でございます。  

それでは、事業別施策の取組み状況についてご説明申しあげます。  

まず、定例会・臨時会及び委員会の運営についてでございます。  

初めに、定例会・臨時会の開催についてですが、定例会を４回開催いたしました。な

お、２４年度につきましては臨時会の開催はございませんでした。会期日数は延べ８３

日で、議案総数は９４件、うち９３件が原案可決となっております。  

議員発議及び委員会発議については、斑鳩町議会議員の議員報酬等の特例に関する条

例など、条例等の制定及び改正が５件あり、また、外国資本等による土地売買等に関す
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る法整備を求める意見書など２件を可決しております。  

次に、常任委員会及び議会運営委員会の開催についてですが、延べ６５回、６８日間

の開催となりました。  

また、閉会中の委員会活動として、継続審査案件について審議を行うとともに、総務

常任委員会、建設水道常任委員会において先進地視察研修を实施いたしました。また、

全議員により友好都市の長野県飯島町に視察研修と交流を实施をいたしております。 

次に、会議録の作成・閲覧ですが、平成２３年度より録音音声データ翻訳委託に変更

したところですが、発注の仕方など工夫をしながら経費節減に努めたところでございま

す。 

次の議会広報の充实につきましては、平成２３年度と实施内容に変わりはございませ

んので説明は省略させていただきます。  

以上、簡単ですが、議会費の決算概要の説明とさせていただきます。  

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、第１款議会費について、質疑をお受けいたしま

す。主要な施策の成果報告書の７９ページから８０ページです。なお、委員の皆さんに

は、質疑答弁がスムーズに行えますよう、ご質問の際には、主要な施策の成果報告書並

びに関係書類等の資料名、資料番号、ページ数などもお示しいただきましてご質問して

いただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。  

それでは、質疑をお受けいたします。  

ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長  ないようですので、これをもって第１款議会費についての質疑を終結いた

します。  

次に、第２款総務費について説明を求めます。  

乾総務部長。  

○乾総務部長  それでは、第２款総務費につきましての歳出決算の状況につきまして、ご

説明をさせていただきます。  

失礼して、座って説明をさせていただきます。  

まず、平成２４年度の歳入歳出決算書の７２ページからとなっております。また、平

成２４年度主要な施策の成果報告書の８１ページから１２７ページとなっております。  

まず、歳入歳出決算書の７２ページをご覧いただきたいと思います。決算書の７２ペ

ージでございます。  
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第２款総務費は、予算現額１２億８，４８９万８千円に対しまして決算額は１２億４，

１４８万５，４０１円で、執行率は９６．６％となっております。  

第１項総務管理費は、予算現額１０億８，８８４万５千円に対して決算額は１０億５，

１９９万３，５８５円で、執行率は９６．６％となっております。  

それでは、第１項総務管理費に係ります主な施策の实施内容につきまして、ご説明を

申しあげます。  

主要な施策の成果報告書の８１ページをお願いいたします。８１ページでございます。  

第１目一般管理費では、予算現額６億１万５千円に対して決算額は５億８，７８６万

７，２５７円で、執行率は９７．９％となっております。  

職員の人件費、地域集会所施設整備費補助金、コミュニティバスの運行、地域交流館

の整備などに要する費用の支出が主な内容となっております。  

初めに、８２ページでございます、公共交通の整備では、コミュニティバスの運行と

いたしまして、コミュニティバスの利用者数は、平成２４年度の延べ乗車人員は４０，

０４７人と４年ぶりに増加に転じたものの、より多くの住民の皆さまにご利用いただけ

るよう一層の啓発に努めるとともに、平成２５年度からは公共交通サービスの水準の向

上と、持続可能な公共交通を实現するため斑鳩町地域公共交通会議を開催し、斑鳩町に

適した公共交通について検討してまいりたいと考えております。  

次に、活動拠点の整備・充实では、地域集会所施設整備の支援として、活発なコミュ

ニティ活動を促進するため、自治会等が行う地域集会所の整備に対して、地域集会所施

設整備費補助金の補助率及び補助限度額を拡充するとともに、新たに備品購入に対する

補助制度を新設し、コミュニティ活動の拠点整備に対する支援を行いました。平成２４

年度は延べ２１自治会に対して補助金２，５６１万３千円を交付しております。  

また、８４ページでございます。地域交流館の整備として、地域住民を初め、さまざ

まなグループ・団体の、自治会という枠を超えたコミュニティ活動の拠点施設として、

斑鳩町法隆寺亓丁地区地域交流館を整備したものであり、本年４月１日に開館し、多く

の住民団体等にご利用いただいております。  

続きまして、８８ページをお開きいただきたいと思います。第２目の文書広報費でご

ざいます。 

予算現額８４４万３千円に対して、決算額は７７５万２，７７７円で、執行率は９１．

８％となっております。 

町広報紙の発行、町ホームページの運用などに要する費用の支出が主な内容となって
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おります。  

続きまして、９０ページでございます。第３目の財政管理費でございます。 

予算現額３５０万８千円に対して、決算額は３４４万９３６円で、執行率は９８．

０％となっております。 

財務会計システムに係る電算ソフト使用料などに要する費用の支出が主な内容となっ

ております。  

９１ページのふるさと納税等（寄附）の状況では、町ホームページの活用やチラシの

設置、そして史跡藤ノ木古墳石室特別公開におけるチラシ配布などを通して、そのＰＲ

に努めております。  

平成２４年度では１２８件、１９５万２，５２５円のご寄附をいただきました。受入

先の別では、町内から２０件、４５万８，６００円、県内から３４件、３８万７，９２

５円、県外から７４件、１１０万６，０００円となっております。  

続きまして、９２ページでございます。第４目の会計管理費であります。  

予算現額４４万８千円に対して、決算額は４０万１，２０８円で、執行率は８９．

５％となっております。 

会計システムに係る電算ソフト使用料などに要する費用の支出が主な内容となってお

ります。  

続きまして、９３ページの第５目財産管理費でございます。 

予算現額２億７，７２５万４千円に対して、決算額は２億７，１５１万９，６０６円

で、執行率は９７．９％となっております。  

役場庁舎の維持管理、基金の運用、普通財産の管理、来実用等駐車場の土地借上げ、

土地開発基金用地の取得などに要する費用の支出が主な内容となっております。  

９４ページの普通財産の管理でございます。今後の土地開発基金の活用を図るため、

基金保有地のうち、国庫補助金等での買戻しが期待できない、残りの２件の代替用地、

阿波２丁目地内及び興留５丁目地内の土地について、平成２３年度の決算剰余金を原資

として買戻しをいたしました。  

その結果、平成２４年度末の土地開発基金保有地の状況は、面積２，５５２．５８㎡、

保有高３億８，９０８万２７円となっております。  

今後は、これら土地を含む遊休土地について、その利活用方法を十分に見極めた上で、

不用と判断される土地にあっては売却する方針で処分をすすめてまいります。  

次に、基金の管理・活用といたしまして、各基金利子などを原資として基金積立を行
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いました。減債基金では、平成１９年度に発行いたしました斑鳩町いきいきの里債の償

還財源として８，０００万円を取り崩すとともに、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業や斑鳩町

総合保健福祉会館建設事業で活用した町債の償還対策として、１，１４５万７，０００

円を積み立てました。  

なお、都市計画事業整備基金及び公共施設整備基金については、基金を廃止したため、

全額取崩しを行うとともに、斑鳩町土地開発公社の解散に伴います残余財産が町に帰属

したため、土地開発基金へ２，２００万円を積み立てております。  

続きまして、９６ページでございます。第６目の企画費でございます。 

予算現額が１億６，３８３万円に対して、決算額は１億４，７３９万８，８２２円で、

執行率は８９．９％となっております。  

男女共同参画の推進、ＯＡ化の推進、地域文化の振興、文化振興財団の支援、いかる

がホールの維持管理・運営、参加と協働のまちづくりの推進、町制６５周年記念事業な

どに要する費用の支出が主な内容となっております。  

初めに、文化・芸術にふれる機会の充实では、文化振興センターの充实として、イベ

ント情報や文化・芸術活動の情報発信の充实を図るため、いかるがホール町民ロビーに

設置しているマルチビジョンのリニューアル及び映像コンテンツ制作等に取り組みまし

た。 

近年の高精細化に対応すべくマルチビジョン等のリニューアルを行うとともに、斑鳩

町紹介ＤＶＤ「発見！斑鳩  四季の里」と、本町が保存している写真等をデジタル化し、

編集した「ふるさとアーカイブススライドショー」を制作いたしました。  

また、これらの映像コンテンツは、マルチビジョンにおいて定時放送するとともに、

「発見！斑鳩  四季の里」については、町内の幼稚園・学校等に配布して教材用にも活

用いたしております。  

９７ページの文化振興財団への支援として、文化・芸術活動の支援とその機会の創出

に取り組んでいる公益財団法人斑鳩町文化振興財団を引き続き財政面から支援いたしま

した。 

次に、９８ページでございます。  

町制施行６５周年を迎えましたことから、これらを記念し、平成２４年度ではさまざ

まな催しを開催をいたしております。  

初めに、宝くじまちの音楽会の開催として、質の高い音楽に触れる機会を提供し、新

しい芸術・文化の創造を図るため、プロの音楽家と地元の音楽グループとの共演による
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音楽会を開催し、６７９名のご来場をいただきました。  

９９ページの斑鳩シンポジウムの開催では、東日本大震災からの復興を願い、人間の

幸せや豊かさについて考える機会として、斑鳩シンポジウム「日本人の心」を開催しま

した。 

また、會津八一歌碑建立除幕式の開催では、町制施行６５周年を記念として、奈良、

斑鳩の地をこよなく愛した會津八一の歌碑の寄附を受け、また、既存の歌碑のリニュー

アルを行ったことから、その除幕式を開催をしております。  

次に、１００ページでございます。ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブル公

演の開催では、町制施行６５周年に加え、いかるがホール開館１５周年を記念し、ＮＰ

Ｏ法人の協力のもと、ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブル公演を開催し、６

１４人の来場をいただきました。  

１０１ページの女性の社会参画の推進では、女性のエンパワーメント活動の支援とし

て、男女共同参画の啓発・实践を行うグループ、いかるがＫＡＩＧＩが企画・運営する

事業を引き続き支援をいたしました。  

平成２４年度では、「児童と留学生の交流」と「みんなでコラボレーションを楽しも

う！」の２事業を支援しました。  

次に、１０２ページでございます。教育・啓発活動の推進では、男女共同参画の啓発

として、女と男が輝く未来計画の行動計画に基づき、日々の暮らしのさまざまな場面で

しくみや習慣などに深く根づいている性別役割分担意識に気付く機会づくりとして、引

き続き、わたしが私らしくあるためにをテーマに、毎月町広報紙に啓発記事を掲載をい

たしました。  

生活支援体制の充实では、女性総合相談の实施として、女性の人権を侵害する深刻な

問題や女性が抱えるさまざまな問題に対して相談・助言を行い、相談者自らが問題解決

できる糸口を提供するため、引き続き相談窓口を開設をいたしました。  

平成２４年度では、相談者数７名、延べ１１回の相談がございました。  

次に、１０４ページでございます。住民と行政の協働によるまちづくりでは、まちづ

くりを担う人材の育成として、住民が行う主体的な活動への支援を行うことにより、住

民のまちづくりに対する意識の高揚に努めました。  

また、参加と協働のまちづくりの推進として、斑鳩町協働のまちづくり推進委員会を

開催し、協働のまちづくり条例や指針の策定に向け、斑鳩らしい協働のしくみを検討い

たしました。また、町内のＮＰＯ・ボランティアグループ等住民活動組織と協働のまち
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づくり懇談会を開催するなど、住民活動の实態調査を進めました。  

次に、１０５ページの行政の情報化の推進では、事務のＯＡ化の推進として、庁内シ

ステムのバックアップデータの遠隔地保管の運用に向けた環境整備を行い、大規模災害

など非常事態への対策に取り組みました。  

次に、計画的な行財政運営では、行政改革の推進として、第３次斑鳩町行政改革大綱

实施計画の達成度を踏まえ、住民の最も身近な基礎自治体として、住民ニーズを的確に

把握し、住民生活の安定を最優先とした行政サービスを継続的・効率的に展開していく

ことによって、住民と行政の協働のまちづくりをめざすとともに、受益者負担の原則に

よる行政サービスの提供など新たな視点を加えた第４次行政改革大綱の策定を完了し、

その实施計画の策定に向けた取組みをすすめました。  

続きまして、１０６ページでございます。第７目の公平委員会費でございます。 

予算現額６万４千円に対して、決算額は３万４，２００円で、執行率は５３．４％と

なっております。  

公平委員会の運営として、奈良県公平委員会連合会の主催の研修に参加し、委員の資

質向上に努めております。  

続きまして、１１０ページをお開きいただきたいと思います。第１０目の防犯対策費

でございます。 

予算現額１，０９３万５千円に対して、決算額１，０８２万４，３４７円、執行率は

９８．９％となっております。  

消防団員による年末警戒の实施、地域防犯の推進、防犯灯の新設、防犯灯維持管理の

助成などに要する費用の支出が主な内容となっております。  

続きまして、１１３ページをお開きください。第１２目の東日本大震災支援対策費で

ございます。 

予算現額１７８万３千円に対して、決算額１０５万６，４５５円、執行率は５９．

２％となっております。 

東日本大震災被災地の岩手県大槌町に対して、町職員の派遣を行いました。支援内容

は、平成２４年１０月１日から１２月３１日までで、職員１名を派遣し、がれき撤去に

係る事務等に従事いたしました。  

続きまして、第２項の徴税費でございます。  

歳入歳出決算書の８０ページをお開きをいただきたいと思います。歳入歳出決算書の

８０ページでございます。  
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第２項徴税費は、予算現額が１億１，９３６万１千円に対して、決算額は１億１，５

９７万７，８９７円で、執行率は９７．１％となっております。  

それでは、第２項徴税費に係ります主要な施策の实施内容につきまして、ご説明を申

しあげます。  

主要な施策の成果報告書の１１４ページをお願いをいたします。  

第１目の税務総務費では、予算現額７，０９８万３千円に対しまして、決算額は７，

０１９万６，９４３円で、執行率は９８．８％となっております。  

職員の人件費などに要する費用の支出が主な内容となっております。  

続きまして、１１５ページの第２目の賦課徴収費であります。  

予算現額４，８３７万８千円に対して、決算額は４，５７８万９５４円で、執行率は

９４．６％となっております。  

町税の賦課徴収事務、町税の過誤納償還金、コンビニ収納・ペイジー収納の手数料な

どに要する費用の支出が主な内容となっております。  

初めに、課税実体の適正な把握と町税徴収率の向上につきましては、町県民税及び固

定資産税償却資産の未申告者に対する申告指導等により課税の適正化を図るとともに、

滞納整理の早期着手と、誠意のない滞納者に対する滞納処分等、関係法令等に基づいて

厳格かつ効率的な徴収事務を進め、納税者の公平性や公正性を確保し、町税の収入確保

に努めました。  

平成２４年度では、差押が７８件、交付要求が７件で合計８５件、滞納額で１，７０

０万４千円を処分しております。  

これらのうち、換価または配当により税に充当できたものは５９件、金額にして５２

１万５千円となっております。  

次に、１１６ページでございます。新公金収納方法の運用についてでございます。 

納税者の方の時間的、場所的な制限を軽減し、納税環境を整備することにより、住民

サービスの向上を図るため、平成２４年４月からコンビニ収納・ペイジー収納の運用を

開始しております。  

平成２４年度の口座振替を除くコンビニ収納・ペイジー収納の利用件数は、納付件数

が３９，８２０件のうち、コンビニ収納は１０，０３３件、ペイジー収納は１，０５４

件となっており、利用率はコンビニ収納２５．２％、ペイジー収納が２．６％、合計で

は２７．８％で、４人に１人の利用割合となっております。  

次に、１１７ページの町税収納率についてでございます。 
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平成２４年度の町税の収納率は、現年度分が前年度と比較して０．１ポイント上昇の

９８．５％、滞納繰越分が前年度と比較して０．３ポイント上昇の２６．３％となって

おります。  

次に、１１８ページの不納欠損処分の状況についてでございます。  

地方税法の規定に基づき、合計で９２９万８，７２３円の不納欠損処分を行っており

ます。納税義務者の实人数は５２人、延べ件数は１１７件となっております。  

これらの不納欠損処分を行ったものは、滞納が発生した当初から再三にわたり催告等

を行ってきたものの、その後の調査等により、処分する財産がない、あるいは本人の居

所が不明であるもの、また、本人が死亡し相続人がいないもの、あるいは競売開始によ

り交付要求を行ったものの事件終了により配当がなかったもの等となっております。  

続きまして、第４項選挙費についてでございます。 

歳入歳出決算書の８４ページをお開きいただきたいと存じます。決算書の８４ページ

でございます。  

第４項選挙費は、予算現額１，４７４万４千円に対して、決算額は１，３１９万５，

９０５円で、執行率は８９．５％となっております。  

それでは、第４項選挙費に係ります主要な施策の实施内容につきまして、ご説明を申

しあげます。  

主要な施策成果報告書の１２２ページをお願いをいたします。  

第１目の選挙管理委員会費では、予算現額１８０万円に対して、決算額は１７７万６

４９円で、執行率は９８．３％となっております。  

選挙人名簿の定時登録や選挙時登録の定期的な委員会の開催運営に要する費用を支出

をしております。  

続きまして、１２３ページの第２目常時啓発費では、予算現額６万８千円に対しまし

て、決算額は６万２，９３６円で、執行率は９２．５％となっております。  

続きまして、１２４ページの第３目いかるが溜池土地改良区総代選挙費では、予算現

額８７万６千円に対して、決算額は１８万９，２５０円で、執行率は２１．６％となっ

ております。  

平成２５年１月２３日執行のいかるが溜池土地改良区総代選挙費に要した費用でござ

いますが、立候補者が選挙すべき総代の数を超えなかったことから、投票は行っており

ません。  

続きまして、１２５ページの第４目衆議院議員選挙費では、予算現額１，２００万円
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に対しまして、決算額は１，１１７万３，０７０円で、執行率は９３．１％となってお

ります。  

平成２４年１２月１６日執行の衆議院議員総選挙に要した費用となっております。  

続きまして、第５項統計調査費についてでございます。 

歳入歳出決算書の８６ページをお開きいただきたいと思います。決算書の８６ページ

でございます。  

第５項総計調査費は、予算現額１５５万２千円に対して、決算額は１０２万６，６１

０円で、執行率は６６．１％となっております。  

それでは、第５項の統計調査費に係ります主要な施策の实施内容につきまして、ご説

明を申しあげます。  

主要な施策の成果報告書の１２６ページをお願いをいたします。  

平成２４年度は、個人情報の保護等に細心の注意を払いながら、工業統計調査、就業

構造基本調査、住宅・土地統計調査及び経済センサスの指定統計調査を实施をいたしま

した。 

続きまして、第６項の監査委員費についてであります。  

歳入歳出決算書の８６ページをお開きいただきたいと思います。  

決算書の８６ページの第６項監査委員費は、予算現額１，００３万８千円に対して、

決算額は９８９万６，０３６円で、執行率は９８．５％となっております。  

主要な施策の成果報告書の１２７ページをお願いをいたします。  

毎月の例月出納検査及び一般会計・各特別会計並びに水道事業会計に対しての決算審

査と財政健全化審査を計６日間、定期監査を計５日間实施をしていただきました。  

また、財政援助団体等監査として、平成２４年度は、斑鳩町消防団、斑鳩町老人クラ

ブ連合会、斑鳩町遺族会の監査を实施していただきました。  

以上で、第２款総務費のうち、総務部及び会計室が所管いたします歳出決算の状況に

つきましての説明とさせていただきます。  

よろしくご審議をお願いを申しあげます。  

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、第２款総務費について質疑をお受けいたします。 

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 成果報告書の８２ページのところの自治会のところなんですけれども、これ

までにもずっとその自治会の加入率の問題については、自治会連合会の皆さんからも問

題提起を受けてまして、町のほうでも転入などをされてこられた方に対して自治会の加
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入の案内をするなど、一定の啓発は行ってきていただいてますけども、なかなかその加

入状況というのが改善されない中で、これまでにもいろいろ研究をしてほしいというこ

とでお願いはしてきたと思うんですが、その後、窓口での啓発等の状況、取組みのこと

をちょっとお尋ねしたいなというふうに思うんですが、お願いいたします。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 自治会の加入促進の啓発につきましてのご質問でございますが、町とい

たしましても、自治会の意義や役割等を盛り込んだ加入のチラシの作成とか、広報によ

る自治会活動の紹介とか、加入促進の記事の連載、自治会長を対象とした加入促進の情

報交換の場、まあ懇談会の場の開催とか、転入手続のときに加入促進のチラシを配付す

る、そういったことを行っておるところでございますが、先進地等を調査する中では、

自治会の必要性や事業内容等を記載した自治会の手引き、加入の手引きとか、あと、ホ

ームページを活用したそういった自治会の加入促進の啓発や、自治会活動のほうの啓発

などに取り組んでまいりたいというふうに考えております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 今、それぞれ研究のほうをずっとしていっていただいているなというふうに

は思うんですが、なかなかやっぱり成果としてあらわれてくるのがなかなか難しいのか

なというふうには思います。  

  私のほうも、私が所属している自治会なんかでも、どうすればやっぱり転入されてき

た方に自治会に入ってもらえるかということで、いろいろ自治会の役員さんなんかが集

まって相談しておって、うちの自治会ってこんな自治会ですよという紹介のチラシを作

ったりもしてまして、より、やっぱり自治会、自分の住んでいる地域にどんな自治会が

あって、どういうことをしてるのかなというのが身近なものになれば、より入っていた

だきやすいのかなというふうに思いますので、また今後、その自治会連合会等の皆さん

とも相談をする中で、より自治会活動について理解していただけるような啓発について、

町のほうとしても力を入れて取り組んでいただきたいなと思いますので、よろしくお願

いしておきます。  

  そうしましたら続いて、成果報告書の８４ページの地域交流館の整備についてですが、

これ、２４年度でこうして整備していただいて、オープン自体は２５年度、今年度の４

月からということになりますが、まだオープンしてそんなには経ってないとは思うんで

すが、ちょっとこの利用状況についてお尋ねしたいと思うんです。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  
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○黒﨑総務課長 地域交流館の開館後の利用状況についてでございますが、開館の４月か

ら８月までの５か月間の法隆寺亓丁地区地域交流館の利用率につきましては、大体、約

５０％から６５％となっております。  

  なお、法隆寺地区の地域交流館につきましては、集会所のＡ、Ｂと小会議室と、そし

て和室の４つの部屋を持っております。  

  それぞれの利用率につきましては、集会所のＡでは３３％から５０％、集会所のＢで

は３０％から４５％、小会議室では約２０％から３３％というふうになっております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 早速４月にオープンしてから利用率も５０％から６０％、部屋によっていろ

いろあるとは思うんですけれども、いろいろ町民の皆さんに使っていただいている状況

もよくわかりまして、まだオープンしてそこにあるのを知らない方っていうのもいらっ

しゃいますでしょうし、申し込みなんかについてもまだまだ周知は必要だというふうに

思いますので、町のほうとしてもどんどん町民の皆さんに利用いただけるように周知を

していっていただきたいと思うんですが、これまで、消防コミュニティーセンターのほ

うと、形態としては同じような形態で、畳の部屋があったりということで、新たに地域

交流館のほうも整備していただいてますが、このコミュニティーセンターとの利用状況

の関連性というんですか、以前、この地域交流館をつくるときに、消防コミュニティー

センターが１００％を超えて利用されていると。言うたら申し込んでも使えないときが

あるというようなことなんかも数字として総務委員会なんかで報告されてましたけども、

この地域交流館がオープンしてまだ５か月ではあるんですけど、その状況の中で、そう

したコミュニティーセンターとの関連というんですか、利用率の、その辺について、わ

かるようでしたらお尋ねしたいと思うんですが、いかがでしょうか。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 消防コミュニティーセンターの昨年度の利用状況につきましては、大体

８０％程度というふうな報告をいただいております。  

  そして、それとこの４月から地域交流館のほう、法隆寺の交流館のほうが開館いたし

ましたが、そのコミセンの利用率につきましては大きな変動はないというふうに聞いて

おります。  

  そしてまた、その利用されている団体につきましても大きな変動はないというふうな

ことで聞いております。 

○嶋田委員長  木澤委員。  
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○木澤委員 よく言うと、そりゃ両方とも１００％利用していただくのが一番いいんです

けども、まあ、どっちも利用いただいているというふうに理解をしておきます。  

  それで、やっぱりこれまで１００％を超えて、利用できなかったような状況について

は、やっぱり新しく地域交流館なんかができましたので、申込みが殺到して利用できな

いという、そういう状況に対しては、町のほうもなるべくそういうところに気をつけて

いただいて、地域交流館ができましたので使ってくださいねというご案内なんかも今後

していっていただいて、どちらも利用率を上げていただくということで、啓発のほうを

お願いしておきたいと思います。  

  そうしましたら、成果報告書の１１１ページですけども、空き家対策の实施というこ

とで、これまで調査をやっていただいていて、空き家の件数が６３件というふうに報告

をいただいてますけども、これは町内の空き家の件数というのは全部で６３件というこ

とで認識してよろしいんでしょうかね。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 空き家につきまして、昨年度調査をいたしまして６３軒ということで、

結果が出てます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 ちょっとぱっと見て、私、大分尐ないなという感じは受けるんですけども。  

  これ、調査をしていただいていて、以前に総務常任委員会でも報告はいただいてます

が、その後の状況については特に報告はいただいてないんですけども、これ、せっかく

こうして空き家の調査を行って、今後どういうふうに活用していこうと考えておられる

のか、その点についてもお尋ねをしておきたいと思います。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 空き家につきましては、その適正な維持管理がなされていない空き家に

つきまして、周辺住民に大きな不安を与えているということから、防災とか防犯、あと、

火災予防の関係とか生活環境の保全などで、行政にとって大きな課題というふうになっ

ております。 

  まず、第一義的に防犯とか防災、生活環境の観点から、その所有者のほうに対しまし

て、適正な管理を求めるための指導とか助言を必要に応じてやっているところでござい

ます。 

  この問題のその根本的な解決につきましては、行政といたしましても防犯とか防災、

生活環境のほかには最終的には景観保全やまちづくりも含めた空き家対策の活用につい
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て検討をしていく必要があるというふうに考えております。  

  そのようなことから、今後、関係機関によるプロジェクトチームを組織をいたしまし

て、空き家の適正な管理に向けた検討を進めていきたいというふうに考えております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 防犯等の観点から言ったら維持管理の問題ですね、については総務課のほう

が担当になるのかなというふうに思いますが、以前に都市計画審議会なんかでもこうし

た計画を出されて、活用についてやっぱりもっと早くプロジェクトを進めていくべきじ

ゃないかという意見なんかも出されていると思います。  

  今、課長のほうからプロジェクトチームなんかを組んで作っていきたいと、各課の横

の連携を作って総合的にこの空き家についてどう活用していくのかということで考えを

持っておられるということを今お聞きしましたので、今後、そうしたものを具体的に示

していただいて、やっぱり空き家がある中で、住民の皆さんの不安を取り除くとともに、

やっぱり今後、空き家についていろいろ活用していって、斑鳩町にとって有益な形にな

るように、どういうことを考えていってはるのかなというのがなるべくわかるような形

で、それぞれの担当委員会等にもお示しいただきたいなと思いますので、お願いをして

おきたいと思います。  

  そうしましたら次に、これは１点、職員の皆さんの働き方の問題なんですけども、予

算のときに、私、残業時間のことについて討論の中でも指摘をさせていただいてますが、

今、職員さんの数が減ってきている中で、なかなか仕事量がふえて、一人ひとりの職員

さんにかかる負担というのがものすごく大きくなっていると思うんです。  

  そうした問題については、これまで繰り返し指摘はさせてきていただいてますけども、

町のほうも、募集はかけてるけどもなかなか退職者を上回るような新規の採用ができな

いという状況の中で、職員さんのその労働条件について、残業時間なんかもきっちり把

握して改善をしていっていただきたいなと思いますが、その辺の考え方について、お尋

ねをしておきたいと思います。  

○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  確かに言われますように、例えば本庁舎の職員の人数、いわゆる一般職の

人数についてもここ１２４名、５名で落ちついておったんですけども、若干それを下回

る状況となってきております。  

  なので、町といたしましては、当然、職員さんに、その課によれば過大な、相当な事

業量も増えておりますので、それについてはできる限りふやす、ふやすというか、ふや
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せる、人数的には、例えば平成２５年４月の人事異動でもふえた課もあります。また、

減った課もあります。それは残業の時間を見ながらやっております。  

  あと、職員さんにお願いをしたいのは、やっぱり職員さんによってはちょっと無理な

残業もしておられるし、ところもありますので、それについては十分休養を取って仕事

をやってもらえるようにお願いをしているところでもございます。  

  いずれにいたしましても、減った分についてはやっぱり補充をして、過度の負担にな

らないよう、また、非常に過度の負担になってる課におきましては、臨時職員さんを配

置して、軽微な仕事については手助けをしていただいているところでありますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 副町長のほうから、そうした考え方について示されたことについては、十分

やっぱりそうした配慮を持って運営をしていっていただきますように、まあ繰り返しに

なりますがお願いをしておきたいと。  

  あと、臨時職員さんについても、ウエートが大きくなってきてると思うんですが、こ

れまで時給については一定改善をされてきてると思うんですが、期末手当等のボーナス

ですね、それも以前に１０％カットされたときに減額された、その状況からは尐し改善

されたかなとは思うんですが、もともとその際にやっぱり町長のほうからいきなり１

０％をカットするということでボーナスについてもカットをされて、そのときの審議の

中でも、やっぱり元に戻していくべきじゃないかという声を上げさせていただいてます

けども、その点について、臨時職員さんのボーナスの問題についてはどんな考え方を持

っておられるでしょうか。  

○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  臨時職員さん、以前はやはり監査委員さんの監査の中でも、やはり臨時職

員さんに手当はいかがなものかというご意見も監査の中ではありました。  

  というのは、いろいろ各自治体がございます。その中で、臨時職員さんに対する年功

よりも、ボーナスについては、やはりあちこちでちょっと裁判にもなった状況もありま

すし、いろいろあって、それと財政、あと近隣の臨時職員さんの手当の関係もあって、

総合的に判断をして下げられたと考えております。その後、やっぱりいろいろご意見を

聞く中で、時間手当については徐々に上げてきております。  

  いわゆるボーナスについても、そこから徐々には上げてきておりますので、何とかそ

ういう、臨時職員さんは一緒に頑張っていただいておるということはわかっております
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ので、その気持ちにはこたえるようには徐々にはやっておるということではご理解をい

ただきたいと思います。 

  それと、以前は払っておりました。そのときの一般職の勤勉手当がございました。こ

れについてもどんどん下がってきております。勤勉手当の臨時職員さんのボーナスは、

勤勉手当と、確かバランスをとっておったと思いますねんけど、そこらも考えながら臨

時職員さんも、くどいようですけども頑張っていただいておりますので、その気持ちに

は尐しずつにはなると思いますけども、応えていきたいという気持ちは持っておるとい

うことでございます。  

○嶋田委員長  よろしいですか。  

  ほかにございませんか。  

  小野委員。  

○小野委員 成果報告書を説明していただいていたんですが、私は、その中で、この不用

額調書という、これは重要な予算執行についての調書ですので、これとの関連を一緒に

ちょっと言うてもらえたらよかったんかなと思うので、ちょっとこの不用額調書を見る

中でちょっとピントはずれなことを聞くかもわかりませんが、その点はちょっと許して

ほしいと思いますので。 

  まず、不用額調書の３ページかな、これは補助金のことだから後でまた説明があるか

なと思ったりもするんですが、自治会連合会の補助金についてということで掲載しても

らってますので、この額が１００万で、４５万４千円という实績、執行してないという

ことで不用額調書の中へ入ってきてるんですがね。先ほど自治会連合会に対してのいろ

いろなＰＲもどうのこうのということもしておられますので、これは執行残高の精算、

事業執行がなされてないから半額以下の实績しかなかったと考えていいのか、その点は

自治会の担当をされている総務課としてはどのようなことなのか、ちょっと説明してほ

しいなと思います。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 自治会連合会の補助金につきましては、余剰金がそういった場合、翌年

度へ繰越しを行っていたところでございますが、監査委員さんのご指摘によりまして平

成２０年度分から精算として返すようになっております。  

  今回、自治会連合会の視察研修につきまして、県内の十津川村のほうにまいりまして、

そして交通費も安くなって、それで研修会、総会懇談会につきましても、その村営の施

設を利用いたしましたので、このように執行残と申しますか、費用が尐なくて済んだと
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いうふうな状況でございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 ということは、实はそこへは私は自治会長の代わりに参加しましたけれども、

確かに实のある視察やったと、そのように考えてますし、村営のというかそこの場所、

そんな村営やから安いというような感じでもなかったと思います。ということは、今ま

ではこの視察に１００万ずつを用意してあって、ほとんど使い切ってた。また、余剰金

があったら、それは次年度のそこへということで、監査委員からそれはおかしいという

ことで指摘を受けたので不用額調書で載ってくるようになったと、そのように理解して

よろしいんですかね。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 おっしゃいますように、その大部分につきましては研修に要する費用と

いうふうに考えております。自治会連合会の会員様全員にご出席願えるようにというこ

とでこのような予算規模になっておりますが、昨年の十津川村の研修では５０人ちょっ

との参加者でありまして、その分が残ってきたというふうになっております。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 そしたら、十津川村の視察が４５万４千円で終わったということなんですか

ね。 

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 視察にかかります費用については６４万円程度かかっております。  

  あと、新年互礼会にかかります費用が２７万６，０００円程度、それと自治会懇談会

にかかる費用が約２０万円程度というふうな状況になっております。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 いや、これ、不用額調書を書くときに、見積りは１００万であって、その事

業執行が４５万４，０００円で終わったからということじゃないんですか。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 自治会連合会のその研修会のほう、まず自己負担として３，０００円を

取らせていただいております。それも自治会連合会の収入として充てているところでご

ざいます。  

○嶋田委員長  見積り１００万というのは、それは何の見積りですか。それに対して４５

万補助を出したということでしょう。違うんですか。そこら辺、はっきりまずしといて

ください。  
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（「もうええわ。次の質問に。」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  よろしいか。もうよろしい。  

  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 申しわけございません。  

  連合会にもいろいろな事業がございますが、その中で補助金、町からの補助金としま

して１００万円を連合会のほうに補助している状況でございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 この不用額調書というものがどういうものなのかね。不用額調書の裏面に、

不用額調書についてと、２４年度の不用額調書についてと、これはいつでもこういうも

のを付けていると思うんですよ、決算に関しては。  

  その中で、こういうもので載せていくんだと、その不用額については次の区分にこれ

１から５番まで振り分けをしてということで書いてあるんですよ。だから、その意味で、

担当の自治会連合会の補助金についてだから、担当の総務のほうではそのことを認識し

て不用額調書をまとめてあると、私は考えております。  

  これに対しての見解は、副町長に何も言うてほしくないので、もう黙っておいてくだ

さい。 

  それで、もう次の質問にいきます。  

  この不用額調書というものの重大さというか、やっぱり意味合いをしっかりと私はつ

かんでほしいと思いますので、同じその３ページの一番下のところに、同じくこれ、文

化振興センターの指定管理料について、光熱水費等の費用が当初見積りを下回ったこと

による執行残ということで、これは２００万ほどですか、不用額として調書として挙げ

ておられるんですが、ちょっとこの指定管理料についてという言葉と、それからそこか

らその下の意味は私はちょっとわかりにくいんですが、要するに文化振興センターの光

熱費等の費用が当初見積りを下回ったということなんですが、何か原因があるんですか

ね。实績で大概、光熱水費というのは弾いて見積りをやるんですが、特別に、これは過

去何年間の平均とかそれで見積ってきて予算化してあるというのが普通だと思うんです

が、何かそういう要素があったのか。なぜ、例えば使用されるのが尐なかったり、電気

とかそういうものが要らなくなったんやということがあるのか、見積った時点からそう

いうことでこの２４年度はきたのかと、そういう説明をお願いできますか。  

○嶋田委員長   

 文化振興センターの指定管理料の不用額の件でございますが、まず
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初めに、指定管理料のうち、光熱水費とか修繕料につきましては精算するというふうに

なっておりますので、その部分に対して光熱費等で２００万あまり余ったということに

なっております。  

  その要因なんですけども、２４年度、やはり節電等がございましたので、その部分で

文化振興センターのほうにおきましても、その取り組みの中で削減された部分で主に電

気料と、もう一つは重油代ですね、こういったものが当初見込んでいた量よりも減って

きてこれぐらいの不用額が生じたというふうになっております。  

  以上です。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 節電効果と、それから関電との契約内容の精査等で、せやけど２００万円と

は大きいなと思ってますねんけど、そういう節電効果があってということになりますの

で、ぜひ、そういうこれからの計算にも見積りもそういう感じでやってもらいたいなと

思います。  

  それと、同じようにその次に、これも負担金補助、次のページなんですが、４ページ

のところに、これは文化振興財団の指定管理の収支が黒字であったことであるから、当

該補助金を充当したことによる執行残。だから、指定料は黒字だったら補助金を不用額、

執行残として残すという、そういうシステムになってるのかなと思いますねんけど、そ

れは文化振興財団がいろいろな工夫をしてもらって黒字に導いていったのかなと思うん

ですが、それにしても最初の見積りの１，４００万から２００万、１，２００万ほどそ

うして節約できたということには、何か特別なやり方があったんですか。  

○嶋田委員長   

 文化振興財団の補助金につきましては、当初予算におきましては、

いわゆる文化振興財団で行われます自主事業、そういった部分の赤字分を埋める形で補

助させていただいているところでございます。 

  ２４年度、实際に事業を行った中で、その赤字分が圧縮されたということで、平成２

４年度につきましては２３０万円あまりで補助をさせていただいたところでございます

が、平成２３年度は１５０万円ということで、ちょっとやっぱり赤字の額が大きかった

ので、ちょっとそのあたりは伸びている状況でございます。  

  ただ、当初予算の段階では、それぞれのいわゆる券売の見積りであったりというのは、

ある一定程度は見込んでいるんですけれども、そういった部分で１，４００万あまりの

赤字が生じて、これぐらいの支援が必要だろうということで予算計上させていただいた
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ものでございます。  

○嶋田委員長  ほかございませんか。  

  伴委員。  

○伴委員 ８２ページですね、主要な成果報告書の８２ページの上のコミュニティバスの

運行なんですが、今、公共交通会議を開いているという説明があったんですが、今の交

通会議の状況をちょっと教えてください。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 ８月の総務常任委員会のほうでも報告をさしあげているところではござ

いますが、８月２３日に第１回斑鳩町地域公共交通会議を開催いたしております。  

  第１回の会議では、平成２５年度の事業計画や予算のほうの承認をいただいておりま

す。今後、国及び県に対して補助申請をやっていくということで。  

  今年度、平成２５年度の交通会議の計画といたしましては、年度末を目途に斑鳩町の

生活交通ネットワークの計画案を策定することといたしております。そして、策定にか

かります業務委託につきましては、今月９月中に行いたいというふうに考えております。  

  今後、住民のアンケートとか行いまして、交通会議で審議をいただきまして、随時、

担当常任委員会にご相談申しあげながら、本年度末を目標に交通計画案の策定を進めて

まいりたいというふうに考えております。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 今年度中に案の策定と、今、答弁がございましたが、案ができあがりましたら

議会にまた報告をよろしくお願いします。  

  次に、９４ページの基金の管理・活用のこの表の２つ目の減債基金なんですが、８，

０００万取り崩しておられます。確かこれは生き生きの里債の、これ最後、これが言え

ば引き当てといいますか、最後になるように思いますが、この現在高がこれ、１億５，

７００ですか、こう残っている、このあたりはどうされていくわけですか。  

○嶋田委員長   

 減債基金といいますのは、義務的経費である公債費の計画的に返し

ていくものでございまして、先ほど、伴委員さんのほうがおっしゃいましたとおり、こ

の８，０００万円につきましては、生き生きの里債、１９年度に発行させていただきま

した生き生きの里債一括償還のための取崩し額となっております。  

  また、当該、平成２４年度末の現在高なんですけども、これ、１億５，７００万円程

度ございますが、これにつきましては、１つにいたしましては、過去に１億円だけ積ま
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せていただいた部分がございます。それは、将来の何かに要るだろうということで１億

円を積ませていただいた部分、これが１点ございます。  

  もう１点なんですけども、これにつきましては、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業債、また、

斑鳩町総合福祉会館生き生きプラザでございます。これらについて起債の活用を行って

まいりました。その償還のための、今後、償還のためのいわゆる積立てといたしまして、

今の計画では大体平成３３年度まで１，５００万円程度ずつ積ませていただきまして、

その後取り崩すという格好で将来の財政負担、いわゆる公債費による財政負担の軽減を

図るため、そういった部分で計画的に活用させていただいている部分でございます。  

  以上です。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 よくわかりました。  

  次に、１０５ページの上の事務のＯＡ化の推進ですねんけど、確か、今、ＸＰがもう

来春にセキュリティといいますか、サービスが終了すると、よく電気屋さんでも言われ

てますねんけど、このあたりはちょっとどのように考えておられますか。  

○嶋田委員長   

 結果的から申しますと、現在、保有しております庁内ＬＡＮパソコ

ン１７２台につきましては、いわゆるＸＰ問題、いわゆるサポートが切れますのでセキ

ュリティに対応できなくなりますよといった部分については、全く問題ございません。

ＷＩＮＤＯＷＳ７ということで、次の段階に入っております。  

  また、インターネットの部分なんですけど、これ、１０台ございます。このうち８台

につきましては、平成２５年度にリース期間が満了しましたので、もう既に７のほうに

変わっている状態で、残り２台がどういうふうな形になるかというふうになってくるん

ですけども、これが平成２６年の８月に終了してくることから、現在、予備端末として

いくらか持っている部分を充用させていただいて、それで対応できますので、本町とい

たしましては、いわゆるセキュリティーが危なくなっていろいろな脅威にさらされると

いう問題については、既に対応済やというふうにお考えいただいて結構だと思います。  

以上です。  

○嶋田委員長  ほかございませんか。  

  小林委員。  

○小林委員 ８２ページと８９ページ、コミュニティバスと広報の関係の広告料収入につ

いてなんですけれども、広報紙の充实のところの広告料の関係で、いつも毎年、掲載件
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数六十数件でしたので、大体１３社ぐらいから載せていただいているというふうに聞い

てたので、広告料もこの金額が普通なのかなと思ってましたけれども、それでいくと、

コミュニティバス、ことし２４年度、広告料収入がゼロになってますので、そうなって

きましたら適切な広告料収入を見込んで目標を立ててやってこられて、この实績につい

てどう思われているのか。また、ふやしていくために、行政が収入をふやしていくため

に、今後どのように考えていくというかやっていかれるのか、意見をお聞きしたいなと

思います。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 契約等を行っているところでございますが、昨年度ゼロというふうな結

果に終わってます。  

  今後、広報やホームページ等で啓発をさらに進めていきたいというふうに考えており

ます。 

○嶋田委員長  小林委員。  

○小林委員 斑鳩町内の業者さんも、また町のほうが広告を載せてと言ってまた来たとい

って嫌がられるところもありますけれども、そういうところに町の職員さんが行かなけ

ればいけないというのも、なかなかつらいなと思いますけれども。  

  参考に、それでしたらコミュニティバスの広告料収入、これ、平成２１年でしたら延

べ８件とか、ずっと３万円とか１万５，０００円の広告料収入がありましたけれども、

コミュニティーバスは大体何社ぐらいから例年広告を載せていただいていたのか、ちょ

っと教えていただきたいと思います。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 平成２３年度は１社でございます。平成２２年度も１社で、平成２１年

度は３社でございます。 

  申しわけございません。平成２１年度は２社でございます。平成２０年度は３社でご

ざいます。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 ちょっと不思議やなと思って。そうしてゼロと収めてしまっているというこ

とに対して、今後、そういうことがというような答弁をいただいているんやけどね。  

  私は、これ企業なんかやったら、広告料がゼロになるというのが見込まれてきたら、

いろいろやっぱり、まあ、今、同僚委員があんまり嫌われるようなとこに行ってもあき
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ませんよとか、いろいろ広告くださいくださいと、そうして行くのも何かちょっと抵抗

があるというか、あまり行政としてもしたらいかんような感じもすることがないんです

が、やはり広告料も、そうして組み立ててるんだったら、必死でやっぱり行くべきだと

思うんやけど、ゼロになるという可能性がわかった時点でね。というのは、２３年度に

４件、これ１社ですかね。そこが来年度も広告を、２４年度も頼みますよということが

やってて、それで、いやもう自分のところのあれもだめやねんということではっきりと

断ってきたら、次のところを探しに行くような努力をされてたのかなと、ちょっと疑問

に思うんですよ、今の答弁だけやったらね。  

  その点についてどうなんですかね。わずかなことやからもうええわと思って、そうし

て営業にも行かなかったのかなと思うんですが、その点もうちょっと、そんなゼロ報告

は本来はしてほしくないんですね。その点について、どない考えてはります。  

○嶋田委員長  これ、部長かどなたか答えいただけますか。  

  乾総務部長。  

○乾総務部長  おっしゃっていただきますように、２４年度、結果としてゼロという形に

なったわけでございますけれども、この広告については、受け身といいますか、広報な

りホームページで掲載して応募を待つというような形で従来やってきておりますので、

積極的に業者にお願いしに行ったということはあまりないというふうに記憶しておりま

すので、やはりおっしゃっていただくようにゼロというのはやはり広告料収入として上

がってないということ、結果としては仕事ができてないということになりますので、や

はり業者のほうを回らせていただいてお願いに行くというのも１つの方法だと思います

ので、そういうことも今後考えていきたいというふうに思います。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 それが１つの方法じゃなくて義務ですよ。やっぱり担当している者が行かな

あかんと思う。でないと、そんなもの待ってて広告をしようかというところは、今、そ

んなんありませんよ、はっきり言って。だから、それやったらもう、この広告のこれを

全部取っ払ったらええねん、ね。ちょっとでも収入をふやそうということでこれを進め

たことやと思うし、それが２社で出発したけど、件数にしたらちょっとずつでもあった

と思うんですけどね。  

  今、先ほどの課長の答弁やったら、２３年度は１社で４ということがあるんやったら、

それはもう行くべきやし、行かなあかんのやと思うんです。そんな広告料をそうして載

せていくというんやったら、やはりしっかりとした体制というか、前向きに行かな、誰
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もそんなん広告料を払いますと言って来る人はいてない、企業もあらへんと思うで。例

年そうしてたから、受け身でしてたからといって、もう事实、結果にゼロになったんじ

ゃないんですよ。２４年度はこの２３年度にしてくれたところが断っとんのやろ。断っ

てきてるねんやろ。その人にほんなら２４年度もお願いしますと言うて１回でも連絡し

てあるのかな。いつもそしたら向こうから広告お願いしますと来てたんかな、今までの

实績としては。そんな態度じゃあかんと思うで。  

  それから、先ほどのちょっとあれやけど、これも、自治会の入会者が減っているとい

うことで、啓発してますという。その結果がどんなして出てきてあるねんて。効果が全

然あらわれてないやん、啓発した、啓発した言うけども。  

  だから、やはり総務としても、もうちょっと積極的に出かけていくような体制が整え

られへんのかな。  

  副町長、どうですの。 

（「ちょっと待って、ちょっと休憩。」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  暫時休憩します。  

（ 午後 ２時１４分 休憩 ） 

（ 午後 ２時１５分 再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

  池田副町長。  

○池田副町長  コミバスの運行の広告です。  

  当初、広告料収入をふやしていこうということで、広報紙とコミバスが始めました。

広報については、何か所かについては、やはり毎月住民さんに配られるということで一

定の効果があるということで応募いただいてます。コミバスは今やったら、今ちょっと

休憩中に言いましたように、去年でしたら第二慈母園です。第二慈母園がやっていただ

いておりました。これも当初からお願いしてやっていただいた分です。  

  その後、コミバスについては、もうほとんど固定実が一緒で、コミバスの広告を見て

第二慈母園がデイサービスが増えるとかいうことはもうないということで、やっぱり大

変だということで、向こうにとっても、悪いけども１万５，０００円やけども、向こう

にとってもやっぱり経費節減と言われておるから、もう今まで頼まれてきたけど堪忍し

てくれと、实は所長が言われておりました。  

  それ以外、例えばほかにも介護施設もあったんです。それについても、そんなに効果

がないということでやめました。そうした中で、やっぱりコミバス、新しいところ、要
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綱がある限りはやはり新しいところを探す努力はします。  

  ただ、先ほど小林委員も言われましたように、あんまり行ったらまたこれ、また言わ

れますしね、おまえとこの役場が何ぼ営業するのかとなってきますので、そこらを注意

しながら、効果のある業者を、ちょっと留意しながら探していきたいと思いますし、ま

た、グループホームもふえて、ちょっと今申請もされておりますので、そこらもまたお

願いを、ちょっと効果のあるところにお願いをしに行きたいと考えております。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 具体的にどういうところへ頼みに行ってて、最初にそうしてやったのかなと

いうこともわかりました。  

  私は、そしたら今まで続けてくれたところ、施設ですね、そこらは何ら効果がないん

ですよ、これに対しては。コミバスの広告に対してはね。だから先方もやめた。  

  今の副町長の答弁でしたら、同じような施設を頼みに行くという。それ、行ってもし

ようがないのと違うん。そこらは、こういうものに対しては効果がないんですよ。最初

答弁で言わはったように、そのお実さん、このバスに乗るお実さんがそういう施設を利

用するのに、あっ、ここにあるんだなというだけで、全然効果がないんです。だから、

企業としては、施設してはもう断っている。 

  だけど、ここへ広告ということになったら、もっといろいろな見方をして、いろいろ

なところと、例えば商工会と連携したりして、こういう広告を商工会のほうで集めてく

れとか、そういう注文もあると思うんです。そうして、全然広告が集まらなかったら、

やはりコミュニティバスへ広告を掲載するということ自体が効果がないねんということ

で、もうやめたらよろしいですやん。そんな効果がないことを、最初はお付き合いみた

いな形で、先ほど言われた、名前はあまりもう控えておきますけど、そういう施設もや

はり効果はあまりないやろうけど、付き合いとして町が言うからということで、私はし

ていただいたんやと、そのように思ってますしね。もうやっぱり、このコミュニティバ

スへの広告というのは、そう効果がないものじゃないのかなと思いますけど。そこらを

しっかりと判断してもらったほうがいいと思うしね。  

  広報については、やはり載せていく意味があるからちょっとずつでも増えてるんかな。

同じようなことで来てるんかな。だから、いろんな分野から広告掲載をしておられると

思います。  

  だから、コミュニティーバスのこんなん、もうそれだけないのやったら、もうやめた

らええと思いますけど、その点、どうなんですか。  
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○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  今すぐここでやめるというご答弁はできないわけですけども、例えば、も

う、名前言うたら悪い、第二慈母園でしたらもう平成１２年ぐらいにできましたので、

かれこれ十数年経っておりますので、やっぱり乗ってこられるお年寄り自体も名前も知

ってもうてるという感じでなってます。新しくできる施設につきましては、斑鳩町内で

もやっぱり周知期間が必要ですので、その名前を覚えてもらうためにも、やっぱり広告

は出してくださいよとは頼みに行こうとは考えておりますので、それにつきましては。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 決算審査の委員会ですので、もうこれ以上のことはあれですし、私も総務委

員ですので、またそのときでもいろいろ議論をしたいと思いますので、やめときます。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  坂口委員。  

○坂口委員 成果報告書の中の初めのほう、１１ページの内容のところなんですけど、情

報化のところで、事務のＯＡ化の推進というあれがあるんですけれども、各町内の公共

施設を光回線によりネットワーク化してるということなんですけれども。予約システム

等活用していただいているんですけども、いかるがホールというのはどのような扱いに

なってるんですかね。  

○嶋田委員長   

 いかるがホールの予約システム、いわゆる県の汎用システムの中の

予約システムの受付けの観点なんですけども、これにつきましては、今、研究をしてい

るところでございます。いわゆる空き情報が検索できるのか、また、予約までがいける

のかということで、向こうの施設がちょっと変わっておりまして、今、現段階では接続

するのが難しいというか、お金がかかって非常に費用対効果の面でも相当要るだろうと

いうことなので、次期のシステムになればどうなるのかということを検証しながら進め

させていただいているところですので、その辺でご理解いただきたいと思います。  

  以上です。  

○嶋田委員長  坂口委員。  

○坂口委員 できれば、その空き情報ぐらい見られるような状況にまで持っていっていた

だければと思いますので。そうすればもうちょっと利用のあれも出てくるんじゃないか

と思いますので、その辺、よろしくお願いしておきます。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  それでは、これをもって第２款総務費についての質疑を終了いたします。  

  次に、第８款消防費について説明を求めます。  

  乾総務部長。  

○乾総務部長  それでは、第８款の消防費にかかります歳出決算の状況につきまして、ご

説明をさせていただきます。  

  座って失礼させていただきます。  

  平成２４年度の歳入歳出決算書の１２４ページからとなっております。また、主要な

施策の成果報告書の２５３ページから２６１ページとなっております。  

  まず初めに、歳入歳出決算書の１２４ページをお開きをいただきたいと思います。決

算書の１２４ページでございます。  

  第８款の消防費でございます。予算現額が３億５，１２８万４，０００円に対しまし

て、決算額は３億４，６１２万６，５５３円で、執行率は９８．５％となっております。  

  それでは、第１款の消防費にかかります主要な施策の实施内容につきまして、ご説明

を申しあげます。主要な施策の成果報告書の２５３ページをお願いしたいと思います。 

  第１目の常備消防費では、予算現額２億９，４２３万８，０００円で、全額を執行い

たしております。西和消防組合との連携といたしまして、消防業務を広域的に实施をし

ております西和消防組合に負担金を支出いたしまして、消防力の充实に努めております。  

  続きまして、２５４ページでございます。  

  第２目の非常備消防費でございます。予算現額が３，００６万６，０００円に対しま

して、決算額は２，７４４万９，１６３円で、執行率は９１．２％となっております。

町の消防団の運営、自衛消防団の支援、県防災ヘリコプター運営協議会の運営、消防操

法大会への出場などに要する費用の支出が主な内容となっております。  

  ２５５ページでございますが、消防操法大会への出場といたしまして、第２４回奈良

県消防操法大会に消防協会生駒南支部の代表として斑鳩町消防団が消防ポンプ車の操作

方法を競う部門に出場をいたしました。３６回もの訓練を重ねた隊員は、訓練の成果が

発揮された見事な操法を披露いたしました。  

  続きまして２５６ページの第３目の消防施設費でございます。  

  予算現額１，１５１万３，０００円に対しまして、決算額は１，１２０万２４０円で、

執行率は９７．２％となっております。消防コミュニティセンター、法隆寺消防センタ

ーなどの消防施設の維持管理、消防施設整備の支援、消火栓の充实などに要する費用の
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支出が主な内容となっております。  

  続きまして、２５８ページの第４目水防費でございます。  

  予算現額５７万円に対しまして、決算額は５３万７，３２５円で、執行率は９４．

２％となっております。水防活動といたしまして、台風や大雤による甚大な被害を未然

に防ぐため、平成２４年度では４回、風水害等災害対策本部を設置し、水防活動に当た

りました。  

  続きまして、２５９ページの第５目の災害対策費でございます。 

  予算現額が１，４８９万７，０００円に対しまして、決算額は１，２７０万１，８２

５円で、執行率は８５．２％となっております。災害物資の備蓄、避難所施設の充实、

地域防災計画の見直しなどに要する費用の支出が主な内容となっております。  

  初めに、災害物資の備蓄では、非常食でありますアルファ米３，６００食、保存用ビ

スケット１，８４０食、合計５，４４０食と、それから毛布が７００枚、間仕切りユニ

ット６セット、災害用敷マット７００枚を購入をいたしております。 

  続きまして、２６０ページでございます。  

  避難所施設の充实として、大災害等に備え、既存の通信手段が途絶えた際に活用する

衛星携帯電話及び停電時の緊急用電源として発電機を役場庁舎及び生き生きプラザ斑鳩

に設置をいたしております。  

  ２６１ページの地域防災計画の見直しでは、東日本大震災の現状等を踏まえ、实情に

即した計画とすることから、業者委託し、計画の見直し作業を行っているところであり

ますが、国・県の防災計画との整合性を図るため、その方針を盛り込み、十分な審議が

必要なことから、平成２５年度に繰り越して計画の見直しを行うことといたしておりま

す。 

  自主防災組織の支援として、昨年１０月には自主防災の必要性が高まる中、自主防災

組織の育成並びに活動支援のため、自主防災組織設立及び活動に対する補助制度を創設

し、地域の防災力の強化を図っております。  

  以上で、第８款消防費の歳出決算の状況につきましての説明とさせていただきます。  

  よろしくご審議をお願いを申しあげます。 

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、第８款消防費についての質疑をお受けいたしま

す。 

木澤委員。  

○木澤委員 成果報告書でいうと２５３ページの西和消防組合との連携のところなんです
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けど、一般会計決算の状況、資料２の１２ページのところで、経常収支比率の関係の説

明の中で、補助費が西和消防組合負担金の増によって０．４％ふえているというふうに

ありますけども、これのことでちょっと説明お願いできますか。 

○嶋田委員長   

 この関係ですけれども、一般会計のほうでも退職手当負担金の増が

あったと思うんですけども、西和消防組合におきましては、人数というか人員のほうが

多いので、その影響でふえたものでございまして、こういったことで増えたという事業

的なものではなくて、退職手当金の増額に伴う、いわゆる西和組合負担金の増というふ

うにご理解いただければというふうに考えております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 わかりました。  

  そうしましたら、成果報告書の２５６ページの消防施設整備の支援のところで、この

間、いろいろな消防機具について盗難が発生してきて、それの対応が求められてきてま

すけども、この平成２４年度で大体、斑鳩町内でどれぐらいこの消防器機に関する盗難

というのがあったのでしょうかね。わかりますかね。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 盗難につきまして、約２０件程度であったと把握しております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうした、遭われた自治会に対しては、申請があったら早急に対応するよう

にということで、この間、要綱なんかも変更していただいてますけども、それとあわせ

て、やっぱり盗難対策についてもそれぞれこの間議論がされてきてると思うんですが、

こうした対策について、町のほうとして研究されているようなところというのはありま

すかね。 

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 対策についてでございますが、西和警察署とも連携をしまして、盗難が

あれば情報の提供をいただきまして、防災の情報メールというのがございますので、そ

ういったものを通じてその自治会のほうに流していくといったことも行っているところ

でございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 西和署と連携をして情報をいただくと。自治会のほうに連絡して啓発なんか

も今していただいているかと思うんですが、そうしてもなかなか防げない状況があると



 - 71 - 

思うんですね。まあ、この間、いろいろ鍵をつけるのはどうかとか、いろいろ議論はし

てきてますけども、やっぱりこうして盗難が出てる中で、言うたら言い方は悪いかもし

れませんけど、盗まれるがままにしておくというのもやっぱり非常にお金のかかること

ですので、やっぱり何か対策はしていかないけないんじゃないかなというふうには思い

ますが、今、課長、そういうふうに情報の伝達っていうんですかね、情報を入手してお

伝えするということで、対策を検討、検討というか、しているという段階ですので、ま

だなかなかその具体的な改善策というのは見つかっていないのかなというふうに思いま

すが、これについてもどういう形がいいのかと、私もなかなか提案できなくて申しわけ

ないんですが、やっぱり何らかの対策が必要かなというふうには思いますので、担当課

におかれましても今後研究をしていっていただきたいというふうにお願いしておきます。  

  そうしましたら、続いて、２５９ページのところの災害物資の備蓄なんですけども、

この間、この災害物資については計画的に補充をしていくということで、近年、南海ト

ラフ地震なんかが想定されてますので、そうした斑鳩町も含めた大災害があったときに、

この災害物資が活用できるような形で目標数値も決めて補充もしていただいていると思

うんですが、この間、東日本大震災で大槌町のほうにもこうした災害物資の提供を行っ

ていただいていると思いますので、その減った分等については、まあ補充もしていただ

いてますけども、もう、言うたらすぐにでも大地震がくるかもしれないという状況です

ので、この備蓄の状況についても確認をしておきたいと思います。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 斑鳩町におけます現在の備蓄の状況でございますが、平成１６年１０月

に奈良県が第２次地震想定調査を行いまして、斑鳩町の被害想定を踏まえまして、斑鳩

町では人口の約３割が被災するというふうな想定でございましたので、それに基づきま

して３割の約９，０００人の分として、９，０００人を３食分ということで２万７，０

００食以上の備蓄をということで計画をしております。  

  それと、大槌町のほうなんですけども、非常食としまして７７０食を大槌町のほうに

送っております。それと、毛布が１９。  

○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  まず、備蓄の計画数をもっておりまして、計画数につきましては食糧とか

大槌町に送りましたけども、それについては斑鳩町も緊急ですぐ必要ですので、また予

算をとりまして、すぐ確保しました。ですから、食糧につきましては計画数をもう確保

いたしております。  
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  ただ、毛布につきましては、あの時も毛布を相当送りましたので、計画の９，０００

に対して今、約６，５００と若干下回っております。これも毎年買っていって早くこれ

に追いつくように持っていきたいと考えております。  

  紙おむつ等はもう計画どおりになっております。向こうに送りましたけれども、これ

も確保しました。緊急で赤ちゃんとかおじいさんに必要ですので。  

  それと、災害用敷マットとかいうのは、これにつきましては、初めは確保しておりま

せんでしたけども、やはりいろいろな災害現場を見ますと、敷マットとか間仕切りユニ

ット、これはもう要るということで、これは今、鋭意努力して計画目標を立てて、それ

に追いつくようにやっております。あと、ブルーシートにつきましても、これ、計画数

を下回っております。  

  それ以外については、計画どおりをいっておるということでご理解をいただきたいと

思います。  

  この計画数につきましては、以前の防災計画の計画数でしたので、また新たに防災計

画の策定を今やっておりますので、震度も上がるということを聞いておりますので、こ

の計画数もふえるかもわかりませんけども、ふえたらまたふえたで、特に必要な食糧等

については、早急にそれに合うように確保していきたいと考えております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしますと、ちょっと私も確認できてないんですが、２５年度の予算で対

応していただいているのと、さらに、今後、地域防災計画ができる中で、さらに数値目

標なんかについても改められて、それに向けて補充をしていくということで理解をして

おきたいと思います。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  小野委員。  

○小野委員 また関連になってきますので。 

先ほど消防施設整備で盗難が２０件ぐらいあるということで把握しているということ

ですが、ちょっとお聞きしたいんやけど、町内で消防施設整備というか、ボックスです

ね、その中にいろんなノズルとか入っているんですが、それ、町内でいくつぐらいあっ

て、それはどの自治会が管理してるとか、そういうリストとかそういうものは町はお持

ちなんですかね。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 自治会が管理しております消防の格納ボックス等の数については、町の
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ほうできっちりした数字はつかんでおりません。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 以前、私、自治会の役員をしてるときに、うちの防災担当の人に、近所にあ

るそういう格納庫、あれどうなんやろうなということで、担当のあそこへ聞きに来たら、

把握してないということなんですよね。だけど、そこでそこに入ってるものに対しての

補助金はどんどん、どんどん出していってはります。おかしいやろう、そんなんやった

ら。例えば、ミニ開発で何か義務づけられたのか、そこへ自治会の中に入って来られて

ないところの、ミニ開発のところにそれがあるんですよ。その後、さらのときはよろし

いですよ。だけどその後、それはどないして管理していかんなんのか。地域のことを思

ったら、やはり、うちの自治会で管理しましょうやと。だからそうして盗難にも遭わな

いようにしましょうとか、そういうような状態で格納庫はあると思うんですよ。  

  そして、いつかきちっと、その格納庫自体、全体のセットで補助金申請をしてセッテ

ィングしてあるところもあるんです。それやったら自治会の中にきちっとした財産目録

というか、それもあるねんけど、何か、その周辺にあるやつはどうやろうと。あの防犯

灯もそうですよね。防犯灯はもうはっきりと自治会の管理とか、それから町の管理とか、

そういうのはある程度の線を引いてあるねんけどね。  

  これ、消防施設というか格納庫が町としてはリストも何も持ってないんですよ。そし

たらその中で盗難にあったから、そのさっき２０件ぐらいと言ったけど、盗難に遭った

か遭わないかは、その自治会から申請がなかったらわからないんですよね。こんな状態

はおかしいと思うから、ちょっと早急に整理すべきやと思うんですけどね。  

  その点、どうなんですかね。重要なものなんでしょう。やっぱり火災が起きた場合の

初期消火にものすごく効力も発揮してるということで、この前、副町長にも答弁もらっ

たけどね、総務委員会か何かでね。重要なものやけど、それが、あの色したものがあっ

て、それが誰のものかどこのものかというのも全然わからんと、町もそうして過ごして

くるというのはちょっとおかしいと思うんねんけど、どうなんですかね。副町長。  

（「また、俺」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  乾総務部長。  

○乾総務部長  今現状としては、そういった自治会等の管理していただいている格納箱の

状況については把握しておりませんので、これはもう早急に自治会等に確認させていた

だいて把握していくという方向で進めていきたいと思ってます。  

○嶋田委員長  小野委員。  
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○小野委員 ちょっと舌足らず質問してるけどな、自治会もわからんねん。悪いけど。自

治会もわからねん、自治会の役員さんもわからんねん。先ほど言うたやろ。自治会の役

員をしてるときに、ミニ開発で設置してあるそういうものが、それと似たものがある。

それをどうしましょうと言うて。錦が丘の所有として、ここへ聞き来たらわからんと言

わはるから、錦が丘の近くにあるねんから錦が丘が管理したほうがよろしいですやんか

と、防災のために。それで役員会で諮って、ここに錦が丘のあるというようなね。これ

はもう、ほかの人から言うたら所有権の侵害やと言われて怒られるかわからんけどね。

ミニ開発の業者が多分つくっていったんやと思うねん。だけど、誰か管理せんならあか

んねんし、それが近くにあることやから自治会の必要な品物やと。だからそれが、そこ

のホースとかの耐用年数が過ぎたり盗難に遭った場合はそこから申請して、自治会負担

が何ぼか要るんですよ。それでもあえて、そういうリスクも背負ってもいかなあかんな

ということで、うちの錦が丘自治会はそういう判断をその時点ではしてるんですよ。  

  自治会に聞いても、どこまでやというのはわからんはずや。だから、１回ずっと歩い

てきて、皆チェックして、これはどこのやろうということを早急にしたほうが、私はい

いと思うんです。  

  それと、西和消防の消防訓練とか防災訓練で来てもらったときの担当者の方の見解と

いうのは、その人の見解ですから、あの格納庫は施錠するようになってますねん。だか

ら、施錠したら、これ、いざというときどうしたらええのと、それを保管してる人のと

こへ開けに行かなあかんからといって、皆、住民からもそういう質問を受けたんです。  

  そしたら、盗難予防のために施錠してください。非常時はバールか何かでぱあんと外

すという、そういうことを西消のその担当の人は、そういう見解でおられてました。参

考までにしてください。 

  鍵はあるんだけど、予備の鍵をどこまで探しに行くねん。こうしていざというときに

できないやろうと、みんな心配してるんです。それは同じことで、そういう簡単な鍵や

から盗難に遭うかもわからん。だけど、鍵をどうのこうのというのは、そういう具合に

して置いておくと。非常時のときにはそれを外してもええということになってくるから

ね。それもちょっと参考に、あれやけど。  

  やはり盗難というのはパトロールしても、やっぱり自治会としても負担がかかるから、

やっぱりいろいろ気をつけているんやけど、これだけはわからないし、室外機なんかで

も盗難に遭うということですので、まして、ノズル、今度はなんかノズルは置かないよ

うにとかしてるみたいやけど、盗難に遭うからとかいって、そういうこともちょっと１
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件聞いたんやけど、やはり一式は入れておくべきやとは思いますしね。その点も、この

消防の、その、もうちょっと早急に検討してもらいたいなと思うんですけど。この決算

のときにもそういうことも含めて言っておきますので、よろしくお願いします。また、

総務委員会で聞かせてもらいますので。  

  そういうことで、結構です。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

伴委員。  

○伴委員 ２５９ページの、私も災害物資のこの備蓄ですねんけど。  

  今、答弁でも計画数と、住民の３分１、９，０００人分、３食分という回答があった

んですが、計画ということは、これ、１日ですわな、これ。これは１日持てば、後は食

糧は何とかなると。この辺の計画といいますか、その先のというのはどうなってるんか

ね。数はわかりましてんけど。  

○嶋田委員長  乾総務部長。  

○乾総務部長  先ほど、課長が９，０００人の被害想定で一応３食分ということでござい

ますので、食からいったら１日分ということでございますので、１日経過すれば、また

他の市町村から応援物資等をいただけるであろうという想定のもとに、１日分を最低確

保しておけば、あと、２日目以降は応援物資等で、救援物資等で対応できるという考え

のもとから、一応３食分を確保しているという状況でございます。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 １日分。ほかからと。この規模によれば、非常に何とも言えない。  

  ただ、行政が全部、それならこの守りといいますか、できるかと言うと、これまたな

かなか難しい。自助の部分が、住民の自助というような部分があるので、そのあたり、

１日分しかないと、状況によれば自分らで何とかもしていかなあかんというのは、今、

よくわかりました。  

  続けて、２６１ページの地域防災計画の見直しですねんけど、今のこの見直しの状況、

いつごろこれが計画として報告していただけるような状況になっておるんですか。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 国及び県と防災計画の整合性を図るため、平成２５年度に繰り越して、

その計画の見直しを今行っているところでございますが、国では昨年の９月に基本計画

の見直しが行われ、そしてまた、現在は、ことし８月２０日に奈良県の地域防災計画の

中間報告というものがなされました。  
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  そういったことを反映をさせながら、今年度末の策定に向けて、随時パブリックコメ

ント等も行い、担当常任委員会のほうにも報告をさしあげて、防災会議のほうでまとめ

ていきたいと、いうように思っております。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 今年度末と。ちょっとこう伸び伸びにこれはなってきてるというように私は感

じます。今年度末ということを今お聞きしましたので、それに向けてよろしくお願いい

たします。  

  以上です。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  小林委員。  

○小林委員 私のほうから１点だけ。２６１ページの、私も同じく地域防災計画の見直し

についてなんですけれども。  

  去年、自民党に政権が変わりまして、国土強靱化計画に基づいて、災害時におけるＩ

ＣＴの活用について、今年度、補助金を大分使われましたけども、その補助金、なかな

か町村で使うというのは財政的に無理があるみたいなので、やはり国・県がしっかりと

やっていただかないといけないなというようには思うんですけれども。  

  そういう中で、この前、ＮＴＴの担当課の人にお聞きしたら、関西でどこが進んでま

すかと言ったら、奈良の橿原市がまだ比較的進んでますと言って、橿原市にお聞きする

とまだまだ準備段階だということをおっしゃってましたんでね。そうなってきたら町レ

ベルではなかなか進んでないみたいなんですけれども、奈良県はなかなか進んでないな

というふうに思っていたんですけれども。  

  そういう中で、自民党にかわって、政権がかわって、先ほど、県のほうも８月にとい

うふうにおっしゃってましたので、ちょっと聞かせていただきたいんですけれども、こ

の災害時におけるＩＣＴの活用について、奈良県としてまた新たに国の補助金、今年度

結構ついてますので、それを新たに活用して何か奈良県のネットワークづくりをするつ

もりはあるのかどうか、動向についてちょっとお聞かせいただきたいなというふうに思

います。  

○嶋田委員長  黒﨑総務課長。  

○黒﨑総務課長 詳しい状況はちょっとわかりませんので、調査のほうをさせます。  

○嶋田委員長  よろしいですか。  

ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  これをもって第８款消防費についての質疑を終結いたします。  

  ここで、１５時１０分まで休憩いたします。  

（ 午後 ２時５２分  休憩 ） 

（ 午後 ３時１０分  再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

  次に、第１０款災害復旧費、第１１款公債費、第１２款予備費について、あわせて説

明を求めます。  

  乾総務部長。  

○乾総務部長  それでは、まず第１０款災害復旧費にかかります歳出の決算の状況につき

まして、ご説明をさせていただきます。  

  座って説明をさせていただきます。  

  まず、総務部が所管いたします科目は、平成２４年度歳入歳出決算書では１４８ペー

ジでございます。主要な施策の成果報告書では３１６ページの第５項その他公共施設災

害復旧費となっておりますが、平成２４年度におきましても、災害復旧を要する災害が

幸いにも発生いたしませんでしたことから、予算の執行は行っておりません。  

  続きまして、第１１款公債費についてでございます。  

  歳入歳出決算書の１４８ページからとなっております。また、主要な施策の成果報告

書では３１７ページから３１８ページとなっております。  

  初めに、歳入歳出決算書の１４８ページをお開きをいただきたいと思います。  

  第１１款の公債費は、予算現額１０億２，４６４万２，０００円に対しまして、決算

額は１０億２，３８６万２０２円で、執行率は９９．９％となっております。  

  それでは、第１項公債費にかかります主要な施策の实施内容につきまして、ご説明を

申しあげます。主要な施策の成果報告書の３１７ページをお願いをいたします。  

  第１目元金では、予算現額８億６，５１４万６，０００円に対しまして、決算額は８

億６，５０８万９，７７２円で、執行率は９９．９％となっております。  

  また、第２目利子では、予算現額１億５，９４９万６，０００円に対しまして、決算

額は１億５，８７７万４３０円で、執行率は９９．５％となっております。  

  平成２４年度の町債の状況は、借入額が７億８，８８０万円、償還額が８億６，５０

９万円で、町債残高は、前年度と比較して７，６２９万円減の９８億９，９４５万９，

０００円となっております。  
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  町債の活用につきましては、世代間の負担の公平性を考慮しながら、本町の行政課題

を克服していくためには、建設地方債を初め、特例債である臨時財政対策債の活用もや

むを得ないものと考えておりますが、償還金の発生による財政負担が確实に生じること

から、可能な限り借入金の縮減を図るため、決算剰余金の活用も検討しながら将来にわ

たる財政負担を十分に考慮してその対応を図ってまいりたいと考えております。  

  最後に、第１２款予備費であります。歳入歳出決算書の１５０ページをご覧いただき

たいと思います。  

  予算現額が２億９，４７９万円に対しまして、決算額はゼロ円となっております。  

  主要な施策の成果報告書は３１９ページをお願いをいたします。 

  平成２４年度では緊急に対応しなければならなかった農地災害復旧事業に１５万５，

０００円、農業用施設災害復旧事業に１８万９，０００円、火葬場施設緊急修繕工事に

１，２９８万７，０００円、町税償還金１１０万円、中学校設備緊急修繕に１３４万４，

０００円、中学校備品緊急購入に６５万１，０００円、合わせて１，６４２万６，００

０円を充用いたしております。  

  以上で、第１０款災害復旧費、第１１款公債費、第１２款予備費の歳出決算の状況に

つきましての説明とさせていただきます。  

  よろしくご審議をお願いを申しあげます。 

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、第１０款災害復旧費、第１１款公債費、第１２

款予備費について質疑をお受けいたします。  

  ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  これをもって第１０款災害復旧費、第１１款公債費、第１２款予備費につ

いての質疑を終結いたします。  

  続いて、認定第５号、平成２４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算の認

定についての審査を行います。  

  理事者の説明を求めます。  

  乾総務部長。  

○乾総務部長  それでは、初めに議案書を朗読させていただきます。  

  認定第５号 

平成２４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について  

  標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議
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会の認定を求めます。  

  平成２５年９月２日提出  

                               斑鳩町長 小城利重  

  それでは、平成２４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、

ご説明をさせていただきます。  

  失礼して座って説明させていただきます。 

  平成２４年度の歳入歳出決算書では、歳入が１７４ページでございます。それから、

歳出は１７６ページからとなっております。また、主要な施策の成果報告書では３４３

ページから３４５ページとなっております。  

  初めに、歳入決算の状況につきまして説明をさせていただきます。主要な施策の成果

報告書の３４４ページをご覧いただきたいと存じます。 

  平成２４年度の歳入決算額は３１６万９，０００円となっております。前年度と比較

して３２万２，０００円、９．２％の減となっております。その内訳は、繰越金が３１

６万８，０００円、諸収入で預金利子として１，０００円となっております。  

  続きまして、歳出決算の状況についてでございます。主要な施策の成果報告書の３４

５ページをお開きいただきたいと思います。  

  第１款総務費、第１項総務管理費の第１目財産管理費で、予算現額４３万３，０００

円に対して、決算額は３９万９，７６６円で、執行率は９２．３％となっております。

ため池の水環境の悪化による悪臭を防止し、良好な生活環境を保つため、水中曝気ポン

プを引き続き運転するとともに、平成２４年度はポンプの定期整備と損耗箇所の修繕を

实施し、機器の適切な管理及び延命化を図っております。  

  次に、第２款予備費では、予算現額２６２万７，０００円に対して、執行も充用も行

っておりません。  

  以上で、平成２４年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算につきましての説

明とさせていただきます。  

  よろしくご審議をお願いをいたします。 

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。  

  小野委員。  

○小野委員 この財政区財産ということでいろいろな経緯があって、今こういう状態で管

理をしなければいけないという形になってるんですけど、その、いろいろなことがあっ

たということを踏まえて、やはり住民にとってどういう、この財産区財産の財産をどう
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するのかということは、真剣に考えていかんなんこともあると思うんですよ。それらの

ことが全部処理できてからも、もう大分、日もたってきてるんやと思うんですね。 

  当時、この下司田池の利用のことでの住民からのいろいろな要望とかが上がってきた

中に、この下司田池の境界というんか、地図的なことでものすごく不都合なことがあっ

たんですよ。幸いにもこの前の総務委員会、建設常任委員会やったかな、報告していた

だいた法１４条地図がそのエリアに入ってますので、この際、下司田池というものが登

記面もきちっとしたものにできてくるということになってきますので、早急に活用の方

法、やはりひとつ水利権の問題がネックになってるのかなと、私はそうとも見てますの

で、この点についても早急に対処できるような体制というんですか、当時の協定書の分

析とかも加えていってもらって、顧問弁護士の力も借りながら、住民のためにどうすれ

ば一番早く解決するのかということも、利用の解決ですね、ひとつ検討していかなけれ

ばいけないのかなと思うんですが。  

  その点、どうなんですかね。もう大分前になるんやけど。ずっとこのままいくという

ことも、ちょっといろいろ苦労したことも踏まえて、もっとポジティブに实行に移さな

あかんと思うんですが、その点、どうなんですか。  

○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  これにつきましては、以前、調停が下がった時もいろいろ議論がございま

した。今後どうするか。 

  １つに、今申されましたように水利権の問題もございました。それと地域の方の自治

会からは、やはり災害、火災時の池としてやっぱり残してほしいという声もございます。

やはり火災時は心配やと。火災時もありますし、それともう今、ため池の保水能力も言

われております。やはり、ため池を埋めたときに下へ一気に水が流れるので、やっぱり

ため池は重要であるということも言われております。  

  そうした中であれをどうするかとなったときに、この財産区財産のままで置いておく

のか、いやいや、そうしたら火災のときに貯水に使ったり、遊水地に使ったりするなら、

もう処分をしてもうて、町で買ってもう町の財産にしてしまったらどうかということも

考えられます。  

  いやいや、町の財産を買うとしたら相当お金がかかりますので、今申しあげましたこ

とを踏まえて、機能を残しながら第三者に売ることも考えられますので、やっぱり非常

に難しい問題だと思うんですわ。町でぱっと、このまま財産区から買うて、町に買うて、

やっぱり相当なお金になります。買うてまた財政調整基金を減らしてそうするのか、一
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般に売ってしまうのかという問題がありますので、今、町としては頭の痛いところです

ので、やはり考えていかなければならないとは考えておりますけども、今すぐにやっぱ

りどうこうというのはできない状況にあるということでご理解をいただきたいと思いま

す。 

  いずれかの段階で、やはり結論は、例えばこれが、この今、会計が、毎年毎年管理費

がいってますわね。これがなくなってきたときにどうするのかということが必ず発生し

てきますので、その前にやっぱり議論をさせていただきたいと思いますけども、先ほど

申しあげました３つか４つの、３ないし４つの重要な点がありますので、これらを解決

をしていきたいと考えております。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 私は、町のものにするという案が、やはり町のものにして、財産区財産とい

う１つの法人だという感じですが、これもそしたら財産区財産の議会が開かれてるのか

とか、そういうこともありまして、それを全て町のほうで管理してるということになっ

てくるんですので、同じことだと思うんです。 

  いろいろな、先日の一般質問でも貯溜池云々の話もされた議員もおられたように記憶

してますが、今、副町長がおっしゃるように、そういう防災のものにするのは、あのま

まの状態で保水能力を高めるとかそういうことも、やはり危険ですので、やはり町のも

のにして貯水能力を高める方法も、構造物で囲ってしまうのか、いろいろな方法が考え

ていけると思いますので。  

  それも、以前にいろいろトラぶった経緯、隣接地との不都合、境界の不都合とかもあ

りましたので、強硬にこういかれなかったということもありますので、これを契機に１

４条地図が作成されたというそういう契機で、ぜひとも進めていってほしいと。１つは

この予算が、今ある２６２万円ですかね、これが徐々に減ってゼロになるのを待つとい

うのも１つの契機になるんやと思いますけど、それではやはり大分時間がかかりますし、

その間にもし今の堤塘とかが、その周辺の方が心配されている堤塘とかの破損によって

水害が起きるとか、そういうこともなきにしもあらずですので、ぜひとも町の財産にし

て、それで補強をしてもらいたいと。  

  副町長もご存じだと思いますけど、あの池が財産区財産という法人登記をしたその経

緯、私もまだまだ議会も来てませんでしたけど、いろいろ先人が苦労されたというその

資料も残ってると思うんです。それもやはり付近住民からあの池が危ないということで、

そしてその工事の捻出のために財産区財産ということで登記をして、公的な処理をして
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クリアしてきたと。そういうことを踏まえていけば、やはりこの際、今は水利権の問題

だけやと思いますし、ある程度の話のつくときになってきてると思いますので、境界等、

しっかりしたものができたときに、それを契機と考えていってもらいたいなと、そのよ

うに思いますので、まあお願いしておきます。 

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  坂口委員。  

○坂口委員 今の小野委員の言われたことに関連してですけども、私のように池の下に住

まいをしてる者にとりますと、非常に、やはり大雤等で堤防が決壊するというのが一番

怖く思っておりますので、できるだけ早目に何らかの対処をしていただければというふ

うには思いますので、その辺、よろしくお願いいたします。  

○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  今後、各ため池についての調査、今年度に实施します。  

  あの、まあ下司田池ですわね、これについても以前には一応ため池として補強の工事

はされております、内のりのほうでね。外も側溝を作るというて工事もされております。  

  今年度で、目視ですけども調査をさせていただいて、もし不備があれば耐震補強工事

をやっていくということになっておりますので。それ以外はほかの池いっぱいあります

ので、十分そちらも留意していきたいと考えております。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  ないようですので、大字龍田財産区特別会計に対する質疑を終結いたしま

す。 

  これをもって、総務部・会計室・議会事務局所管に係る決算についての審査を終わり

ます。 

  理事者入れかえのため暫時休憩いたします。  

（ 午後 ３時２８分  休憩 ） 

（ 午後 ３時３４分  再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

それでは、住民生活部所管に係る決算審査を行います。  

まず初めに、第２款総務費について説明を求めます。  

植村住民生活部長  

○植村住民生活部長 それでは、第２款総務費のうち、住民生活部が所管いたします決算
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の概要につきましてご説明申しあげます。 

主要な施策の成果報告書８１ページをお開きいただきたいと思います。 

第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費のうち、８１ページの人権の擁

護についてでございます。  

まず、人権擁護委員協議会の運営でございますが、人権尊重思想の啓発活動や相談業

務を实施していただいております奈良人権擁護委員協議会に対して負担金を支出いたし

ました。  

次に､人権相談の实施でございますが､人権侵害等の問題解決への助言・支援を行うた

め、斑鳩町の人権擁護委員により毎月１回開催いたしました。  

また、無料法律相談の实施につきましては、住民が抱える諸問題に対し問題解決への

助言・支援を行うため、奈良弁護士会の弁護士により毎月３回開催いたしました。相談

件数は１５１件で、その委託経費を支出したものでございます。 

次に､８４ページでございます。行政相談の实施につきましては、斑鳩町の行政相談

委員により毎月１回開催しており、行政サービスや手続きに関する相談を受け付け、相

談者への助言や関係機関への通知などを行いました。  

次に、１０８ページの第８目交通安全対策費のうち、交通安全の放置自転車の防止に

ついてでございます。自転車等の放置禁止区域に指定しておりますＪＲ法隆寺駅周辺で

の放置防止指導及び放置自転車等の移送、保管、引渡し業務を实施いたしました。自転

車等の放置防止に関する条例が制定されていることや放置禁止区域であることを十分に

認識していない若い世代が自転車等を放置しているとみられることから、卒業前に、中

学３年生と保護者に対し駅周辺が放置禁止区域である啓発文を送付して周知を図ったも

のでございます。 

次に、１０９ページの第９目自転車等駐車場運営費でございます。  

予算現額 １，１９６万７，０００円に対しまして、決算額は１，１９４万９，２９

７円で、執行率は９９．９％でございます。  

ＪＲ法隆寺駅北口自転車等駐車場の利用状況についてでございますが、総数では前年

度を１，１８１台下回る３８，６６５台の利用がございました。平成２５年１月に、よ

り駅に近い場所に２４時間営業の私営駐輪場がオープンしたことが、一時預かりの利用

台数が減尐した要因であると考えております。 

次に、１１９ページから１２１ページの第３項  戸籍住民基本台帳費、第１目戸籍住

民基本台帳費でございます。 
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予算現額 ５，０３５万８，０００円に対しまして、決算額は４，９３９万５，３６

８円で、執行率は９８．１％でございます。  

まず、１１９ページからの住民基本台帳事務、戸籍事務、印鑑登録事務などの各種登

録事務や証明書の交付事務等につきまして、住民記録及び戸籍の電算システム化や自動

交付機の導入などにより正確で迅速な事務処理を行うとともに、丁寧な窓口対応に努め

たところでございます。本町では従来から、窓口での各種申請・届出の際には、本人確

認を行うことで虚偽申請等を未然に防止し、個人情報の保護に努めているところでござ

います。 

次に、１２１ページの住民基本台帳ネットワークの運用でございます。住民基本台帳

ネットワークは全国共通の本人認識ができるシステムであり、国の行政機関等に年金の

現況届やパスポートなどの申請をするにあたり住民票の添付や証明を受ける必要がなく

なるなど、住民の負担軽減と事務の効率化が図られているものでございます。住民基本

台帳カードの平成２４年度の交付件数は、１０７件でございました。 

また、住民窓口の充实でございますが、役場庁舎外での証明書の交付サービスを、町

の施設であります西公民館・東公民館・総合保健福祉会館において实施し、引き続き窓

口サービスの向上に努めているところでございます｡ 

以上で、第２款総務費のうち住民生活部が所管いたします決算の概要の説明といたし

ます。 

なにとぞよろしくご審査賜りますようお願い申しあげます。 

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、第２款総務費について質疑をお受けいたします。 

  木澤委員。  

○木澤委員 成果報告書の１１９ページと１２０ページにまたがってになるかと思うんで

すが、外国人の住民の方が住民基本台帳の適用対象に加わったということで、これ、２

４年度の６月の厚生常任委員会でも一定議論されていたんですけども、その時、当時１

６０名の方が、斑鳩町で外国人登録があるという方が全て住民基本台帳のほうに移行す

るということで、そうした影響とか、あと、また、外国人登録をされない方でも、町の

自治事務としていろいろ町のほうでやっている施策について適用外になってしまうんじ

ゃないかと、まあそういった心配もされていたんですけども、その後、この間に、そう

した町として対応が求められるような状況というのがあったかどうか、その点について

確認をさせていただきたいと思います。  

○嶋田委員長  清水住民課長。  
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○清水住民課長 外国人の利便性を図るため、外国人登録法が平成２４年７月９日に廃止

されましたので、それで住民基本台帳法の一部を改正されて、その中に外国人の方が住

民基本台帳に適用され、トラブルもなく日本人と同じ行政サービスを受けてもらってお

ります。  

あとそれと、登録外の方は、ちょっとこちらではわかりませんので、何も別にトラブ

ルもなく進めております。  

以上です。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 今、その後トラブル等は聞いていないということで、何も問題なければそれ

に越したことはないと思います。今後、そうした点についても一定、担当課のほうでも

注意を払っていただいておきたいなということをお願いしておきます。  

それと、続いて１２１ページの住民窓口の充实というところで、これ、西公民館、東

公民館と生き生きプラザのほうですね、住民票の発行をしていただいてますけども、以

前、郵便局でやっていただいてきたときと比べて、だんだん発行实績が下がってきてい

るというふうに思うんですけども、郵便局で発行していただいていたときの实績とちょ

っと比較をしてみたいなと思うんですが、その点についてお尋ねできますかね。  

○嶋田委員長  清水住民課長。  

○清水住民課長 郵便局で实施していました平成２０年度の住民票等の発行件数は、竜田

郵便局で６４件、法隆寺郵便局で７２件、斑鳩興留郵便局で２２８件で合計で３６４件

がございました。また、公民館での、町の施設の平成２４年度の住民票等の発行枚数は、

西公民館で２０件、東公民館で２７件、総合保健福祉センターで３６件、合計８３件と

なっております。  

以上です。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 この間、郵便局のほうでの発行だと１件あたりの費用がかかるよということ

もあって、公民館での発行に変更はされてきているんですけども、この間、こうした实

績を見ますと、やはり住民さんの利便性を考えると、郵便局での発行をしていたときの

ほうが利用しやすかったのかなという点が考えられると思うんですけども、まあそれは

費用の問題もあるかと思いますが、一定、公民館に変更はして、实際やってきた中で、

その实績を見る中で、これについてもより住民の皆さんの利便性を考えて、また検討を

加えていくというようなことが必要かなというふうに思うんですが、その点については
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どんなふうに考えておられますかね。  

○嶋田委員長  清水住民課長。  

○清水住民課長 郵便局で实施していますと取扱手数料が、１６８円という手数料がかか

りまして、それを１件１件払っていきましたら膨大なのが出てきますので、それで郵便

局をはずしまして、公民館ということでさせていただきました。今のところまだちょっ

と郵便局の件はまだ考えておりません。  

以上です。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 先ほど、平成２４年度の郵便局での取扱いの实績言っていただきましたけど、

これ、費用のほうもわかったら教えていただけますかね。  

○嶋田委員長 清水住民課長。  

○清水住民課長 取扱手数料は１６８円でございます。６７，０００円です。 

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 こんなん言ったら悪いかもしれませんけど、６７，０００円ですよね。だか

ら、そない膨大な金額がかかっているわけではないと思うんです。またせやから、公民

館で発行できるような、郵便局で発行できるような体制をとるのに準備費用はかかるか

もしれませんけども、实際の発行にかかる必要なお金ですね、それについてはそないも

のすごい大きな金額じゃないと思いますんで、私は検討の余地はあるかなというふうに

思っています。今まあ、課長のほうからそういうふうに答弁いただきましたけども、私

はぜひ検討していっていただきたいというふうに思いますので、要望しておきたいと思

います。  

これで結構です。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  ないようですので、これをもって第２款総務費についての質疑を終結いた

します。  

次に、第３款民生費についての説明を求めます。  

植村住民生活部長。  

○植村住民生活部長 それでは、第３款民生費の決算の概要についてご説明いたします。  

着席して失礼します。  

それでは、平成２４年度歳入歳出決算書の８６ページをお開きいただきたいと思いま



 - 87 - 

す。 

第３款民生費全体では、予算現額２６億６，２８１万２，０００円に対しまして、決

算額は２５億７，５６０万２，７３９円で、執行率は９６．７％となっているところで

ございます。  

まず初めに、第１項社会福祉費でございます。 

主要な施策の成果報告書の１２８ページから１３０ページの第１目社会福祉総務費か

らご説明申しあげます。予算現額３億３，０８８万円に対しまして、決算額は３億１，

９４７万２２１円で、執行率は９６．６％となっております。  

まず、１２８ページ、福祉サービスの充实の福祉基金の活用では、高齢者等福祉活動

促進のため、福祉基金の活用を図ったものでございます。基金の年度末現在高は３億２，

６１６万６，９９２円となっておりまして、平成２４年度では、この基金の運用益を在

宅ねたきり老人介護手当の支給事業に充当いたしました。  

次に、１２９ページの地域ぐるみの福祉活動の推進でございます。社会福祉協議会と

の連携といたしまして、地域福祉の中心的団体である社会福祉協議会に対し、補助金を

支出いたしました。また、各種福祉団体の活動支援では、遺族会並びに保護司会の活動

を支援するため、それぞれに補助金を支出いたしました。さらに、民生児童委員活動の

支援では、民生児童委員４４人及び主任児童委員３人の活動に対して助成を行ったもの

でございます。 

１３０ページの国民健康保険の充实の国民健康保険事業への支援では、国民健康保険

事業特別会計に対し、法令の定めにより、人件費及び療養給付費に係る町の負担など１

億７，８３２万９，２６１円を繰り出したほか、施策上における介護納付金分の赤字補

てんといたしまして１，６１７万２２３円を繰り出すことにより、国民健康保険制度の

安定的な運営を支援いたしました。  

次に、１３１ページの第２目国民年金事務取扱費でございます。  

予算現額８８８万４，０００円に対しまして、決算額は８８３万６６１円で、執行率

は９９．４％でございます。 

国の国民年金事務のうち、第１号被保険者の資格関係届、年金裁定請求などの手続き

や窓口相談について、法定受託事務として、引き続き窓口事務を行ったものでございま

す。 

次に、１３２ページから１３５ページの第３目老人福祉費でございます。 

予算現額６，９８２万６，０００円に対しまして、決算額は６，４５８万９，５９４
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円で、執行率は９２．５％でございます。 

この科目では、１３２ページの老人クラブ活動の支援、１３３ページの高齢者優待券

の交付や老人福祉施設三室園組合との連携を行うほか、１３４ページからの老人福祉施

設への入所としての養護法人ホームへの入所措置や介護保険によらない各種福祉サービ

スを实施したところでございます。  

次に、１３６ページの第４目老人憩の家運営費でございます。 

予算現額２，１１１万３，０００円に対しまして、決算額は１，９１２万６，１８２

円で、執行率は９０．６％でございます。 

老人憩の家の運営や維持管理に係る経費を支出いたしました。平成２４年度は、東・

西憩の家とも２９５日開館し、両施設合わせて延べ３６，９３０人の高齢者にご利用を

いただきました。  

なお、平成２５年３月に増額補正を行いました西老人憩の家の耐震診断事業につきま

しては、２５年度にその経費を繰り越ししております。  

次に、１３７ページから１４０ページの第５目医療対策費でございます。 

予算現額１億８，７５３万６，０００円に対しまして、決算額は１億７，６６１万７，

５２３円で、執行率は９４．２％でございます。  

福祉医療の充实といたしまして、１３７ページの老人医療費の助成、１３８ページの

子ども医療費の助成、また、心身障害者医療費の助成、１３９ページのひとり親家庭等

医療費の助成、重度心身障害老人等医療費の助成、また、１４０ページの精神障害者医

療費の助成を行ったものでございます。 

次に、１４１ページの第６目人権対策費でございます。 

予算現額６７万７，０００円に対しまして、決算額は６６万３，３４２円で、執行率

は９８．０％であります。  

人権意識の高揚として、人権問題の啓発でございますが、差別をなくす強調月間や人

権週間などにちなみ、街頭での啓発や人権講演会を開催するなど人権啓発活動に努めま

した。また、人権問題職員研修の实施では、職員の人権意識の高揚を図るため、市町村

啓発連協の研修を初め、各種人権研修に参加をいたしました。人が人として、当りまえ

の生活を当りまえに送ることができる社会の实現をめざし、一層の啓発活動の推進に努

めるものであります。  

次に、１４２ページの第７目あゆみの家管理運営費でございます。  

予算現額３２１万１，０００円に対しまして、決算額は９０万３，１４７円で、執行
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率は２８．１％でございます。 

あゆみの家の維持管理に係る経費を支出いたしました。なお、平成２５年３月に増額

補正を行いましたあゆみの家の耐震診断事業につきましては、平成２５年度にその経費

を繰り越ししております。  

次に、１４３ページから１５３ページの第８目障害福祉費でございます。 

予算現額４億１，８２７万６，０００円に対しまして、決算額は４億９１６万９，８

５１円で、執行率は９７．８％でございます。 

まず、１４３ページからの社会参加の促進・支援でございます。各種障害者福祉団体

の活動支援といたしまして、斑鳩町の手をつなぐ育成会、身体障害者福祉協会、聴覚障

害者協会等に助成を行うなど、障害者の社会参加の促進を行うため、その活動を支援い

たしました。  

１４４ページの手話通訳者の設置・派遣及び１４５ページの手話奉仕員の養成では、

聴覚・言語機能障害者等のコミュニケーション支援事業として、役場福祉課と生き生き

プラザ斑鳩に手話通訳者を配置いたしました。聴覚・言語機能障害等に係る窓口業務で

のそれぞれの対応のほか、要請に応じまして、学校や病院、町主催の講演会などに手話

通訳者を派遣したものでございます。また、コミュニケーションの円滑化を一層推進す

るともに、これら障害等の理解を深めるため、手話奉仕員の養成講座を開催し、８人が

修了いたしました。  

また、車いす昇降用リフト付バスの運行では、障害者や高齢者等の社会参加を促進す

るため、その交通手段として、リフト付バスを運行したものでございます。 

１４６ページの心身障害者（児）ふれあいの集いの開催及び身体障害者ふれあいの集

いの開催では、心身障害者（児）及び身体障害者の自立と社会参加の促進のため、それ

ぞれのふれあいの集いを实施したものでございます。  

１４７ページの重度身体障害者の移動支援では、常時車いすを利用されるなど一般の

交通手段を利用することが難しい障害者について、福祉サービスの利用や医療機関の受

診等をされる際の送迎サービスを行ったものです。また、障害者の移動支援では、屋外

での移動が困難な障害のある方に、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参

加のための外出の移動を支援いたしました。  

１４８ページの地域活動支援センターの機能強化では、創作的活動や生産活動の機会

の提供を行い、社会との交流の促進等の支援を行ったものであります。 

次に、自立支援策の充实についてでございます。障害者自立支援法に基づき、障害の
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ある人が地域で安心して暮らすことができるよう、障害の種類に関わらず必要な福祉サ

ービスの提供に努めました。介護給付・訓練等給付、更生医療等の障害福祉サービスを

提供するとともに、相談支援を初めとする地域生活支援事業を推進し、また、自立と社

会参加の促進を図るための各種事業に取り組んだものでございます。 

まず、１４８ページの更生医療費の給付でございます。人工透析や心臓ペースメーカ

ーの埋込み手術など、指定の医療機関で受けた場合に支給するものでありまして、平成

２４年度では６９件について支出いたしました。  

１４９ページの身体障害者（児）補装具の交付及び修理及び重度障害者（児）日常生

活用具の給付では、身体障害者（児）の日常生活を支援するため、車椅子や補聴器、蓄

便袋や紙おむつなどを交付または給付いたしました。  

重度心身障害者等福祉年金の支給では、重度心身障害者等の生活の一部を支援するた

め、現金給付を行ったものでございます。８６３人に対しまして月額２，５００円を支

給したものでございます。  

１５０ページの福祉タクシー利用料金の助成では、重度心身障害者等の生活行動範囲

の拡大や社会参加の促進を図るため、タクシーの初乗り料金について助成を行ったもの

です。 

また、自立支援認定審査会の運営では、自立支援サービスを受けるための障害程度区

分の認定事務につきまして、介護保険と同様に西和７町が共同で行うこととし、王寺周

辺広域休日応急診療施設組合に設置した自立支援認定審査会の運営経費を負担いたしま

した。 

１５１ページの障害者相談の支援では、西和７町が共同して、社会福祉法人ちいろば

会と社会福祉法人萌に委託して運営している生活支援センター「ななつぼし」において、

身体、知的、精神障害の相談に対応できる相談員を配置し、障害者やその介護者からの

相談支援を行いました。１４６人の障害者や介護者から１，４４４件の相談を受けたと

ころでございます。 

また、日中一時支援事業の实施では、障害者の日中における活動の場を確保し、障害

者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ったものです。  

次に、１５２ページの障害者介護給付・訓練等給付費の支給でございますが、この事

業に要する支出は障害福祉費の７割以上を占めるものでございます。地域生活への移行

に結びつけるよう、住まいの場における介護サービスや日中における機能訓練・就労支

援等のサービスなどを实施したところでございます。 
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次に、障害児福祉サービス給付費の支給でございます。この事業は、児童福祉法の通

所サービスと障害者自立支援法の児童ディサービスについて、法体系を児童福祉法に一

本化し、その实施主体を市町村とする改正が行われたことによる平成２４年度からの新

規事業でありまして、身近な地域で質の高い支援を必要とする児童に対する療育の場の

提供等を行ったところでございます。 

最後に、１５３ページ、療育・保育・教育の充实の療育教室の開催では、心身の発達

などについて心配のある幼児に対しまして、遊びを通した集団活動等により、身体の発

達や知的活動、情緒の安定、社会生活の調和的発達を図る教室を開催し、３１人が参加

いたしました。  

次に、１５４ページの第９目ふれあい交流センターいきいきの里管理運営事業費でご

ざいます。 

予算現額３，４１４万円に対しまして、決算額は３，３５８万８，１４０円で、執行

率は９８．４％でございます。 

いきいきの里の維持管理や運営に係る経費を支出いたしました。多世代間の交流の場

として開館以来多くの方に利用いただいていており、平成２４年度の入館者は４３，２

０５人で、対前年度２，７１７人の増加となったところでございます。  

次に、１５５ページの第１０目介護保険事業繰出費でございます。  

予算現額２億８，１３８万９，０００円に対しまして、決算額は２億６，８０７万１，

９８６円で、執行率は９５．３％でございます。  

この科目は、法令に定める介護保険事業特別会計への繰出金でありまして、介護給付

費及び地域支援事業費に係る町負担分、また、介護保険業務に関する職員給与費及び事

務費に要する所要額を支出したものでございます。 

次に、１５６ページの第１１目総合保健福祉会館管理運営費でございます。 

予算現額３，２４８万円に対しまして、決算額は３，０８３万９，９２５円で、執行

率は９４．９％でございます。 

総合保健福祉会館「生き生きプラザ斑鳩」の維持管理に要する経費であり、施設管理

委託料と光熱水費が主なものでございます。  

館全体の来館者は、前年度より１２．７％増の７４，６２８人であります。ことし５

周年を迎え、今後さらに生き生きプラザが住民の皆様に心和む空間として、また、多世

代で親しんでいただける施設として、よりよい運営と管理に努めてまいりたいと考えて

おります。 
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次に、１５７ページの第１２目  後期高齢者医療費でございます。  

予算現額２億７，８９８万８，０００円に対しまして、決算額は２億７，５８０万６，

２６３円で、執行率は９８．９％でございます。  

後期高齢者医療制度の支援として、後期高齢者医療制度の運営に必要となる事務経費

のほか、後期高齢者医療に係る保険料の所得に応じた均等割軽減分及び被用者保険の被

扶養者であった被保険者の軽減分を補うために必要となる県及び町負担分を保険基盤安

定繰出金として繰り出し、この制度の安定的な運営を支援したものです。また、広域連

合が行います後期高齢者医療の給付等に係る費用について、市町村の負担割合である１

２分の１に相当する額を療養給付費負担金として広域連合に支出いたしました。  

次に、１５８ページの第１３目旧老人保健医療給付費でございます。 

予算現額１９万３，０００円に対しまして、決算額は１６万４，２３９円で、執行率

は８５．１％でございます。 

老人保健医療費にかかります国庫・県負担金等の超過交付分を償還したものでござい

ます。 

続きまして、第２項児童福祉費でございます。 

まず、１５９ページから１６２ページまでの第１目児童福祉総務費からご説明申しあ

げます。 

予算現額２，３３０万１，０００円に対しまして、決算額は２，２６５万９，８６６

円で、執行率は９７．２％でございます。 

まず、１５９ページの良好な子育て環境づくりでございます。遺児福祉年金の支給で

は、両親または一方の親がいない遺児の養育者に対しまして、子ども１人当たり年額１

万８千円を支給したものでございます。 

１６０ページの一日里親会の实施では、両親または一方の親がいない家庭の小・中学

生の子どもたちに対しまして、例年どおり一日里親会を实施したものでございます。。 

幼児２人同乗用自転車購入費の助成につきましては、平成２４年度の助成件数は２９

件でございました。  

次に、子どもの権利の保障の要保護児童対策地域協議会の運営でございます。児童虐

待の早期発見と防止、児童の適切な保護を図るため、こども家庭相談センターや福祉事

務所、警察、学校、行政など関係機関が情報を共有し、意見を交換する要保護児童対策

地域協議会の代表者会議を開催いたしました。また、個別の事案につきましては、担当

者によるケース会議を開いたほか、これらケース全体の検証等を行う实務者会議を開催
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するなど、各関係機関の連携のもと、児童の状況確認や安全確保に努めたところでござ

います。 

次に、１６１ページの地域ぐるみの子育て支援の充实でございます。まず、子育てサ

ポーターの育成では、託児サービス等を担う子育てサポーターの養成講座を開催し、８

人が修了いたしました。 

１６２ページの地域子育て支援センターの運営では、生き生きプラザ斑鳩におきまし

て、原則として３歳までの児童とその保護者が参加するつどいの広場を開設するととも

に、子育て支援講座や子育て相談事業など子育てに関する情報の提供等に努めたところ

でございます。 

続いて、１６３ページから１６５ページまでの第２目保育園費でございます。 

予算現額４億５，６０５万８，０００円に対しまして、決算額は４億３，２５９万９，

７５０円で、執行率は９４．９％でございます。  

１６３ページから１６５ページにかけての良好な子育て環境づくりについてでござい

ます。まず、１６３ページからの保育体制の充实についてでございますが、２つの町立

保育所におけます平成２５年３月１日現在の入所児童数は、たつた保育園が１２４人、

あわ保育園が２１５人であり、合計３３９人となっております。また、通常の保育以外

に、特別保育事業といたしまして長時間保育や延長保育を实施するほか、保護者の多様

なニーズや緊急時等への対応として、あわ保育園において一時預かりを实施いたしまし

た。 

１６４ページの保育園の維持管理では、安全で快適な保育環境を確保するため、保育

園の維持管理に必要な経費について支出いたしました。また、広域入所の充实では、保

護者の勤務の都合等による多様な保育ニーズに対応するため、他市町村の保育所に入所

させる広域入所を实施したものです。平成２５年３月１日現在の委託児童数は、１０の

市町村に１１２人となっているところでございます。 

次に、１６５ページの保育園の充实につきましては、保育に必要な設備等を整備する

ことにより、保育園の充实を図ったものでございます。平成２４年度では、あわ保育園

の入所希望児童数の増加に対応するため、給食調理室を新設するとともに、元の給食調

理室を保育室に改修いたしました。  

続きまして、１６６ページの第３目学童保育運営費でございます。  

予算現額２，２５４万円に対しまして、決算額は２，０８９万２，２４１円で、執行

率は９２．７％でございます。 
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良好な子育て環境づくりとしまして、放課後児童対策の充实、学童保育室の維持管理

などでございます。学童保育室の指導員の賃金や施設の維持管理に要する経費が主なも

のでございます。平成２４年度は３つの保育室で２２１人が利用いたしました。  

続きまして、１６７ページの第４目子ども手当・児童手当支給事業費でございます。 

予算現額４億９，３３１万８，０００円に対しまして、決算額は４億９，１６０万９，

８０８円で、執行率は９９．７％でございます。  

法律の改正によりまして、平成２４年４月以降分につきましては、子ども手当から児

童手当に変更されたものでございます。それぞれにつきまして、支給をいたしました。  

最後に、第３項災害救助費でございます。  

１６８ページの第１目災害救助費でありますが、執行はございませんでした。  

以上で第３款民生費にかかります説明といたします。なにとぞよろしくご審査賜りよ

うお願い申しあげます。 

○嶋田委員長  説明が終わりました。暫時休憩いたします。  

（ 午後 ４時１１分  休憩 ） 

（ 午後 ４時１２分 再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

本日はここまでとし、これにて散会いたします。  

明日は午前９時から再開し、引き続いて審査することといたします。  

本日はどうもご苦労さまでございました。  

（ 午後 ４時１２分 散会 ） 


